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芝浦港南地区総合支所管理課 

 

議案第７６号 指定管理者の指定について 

（港区立伝統文化交流館） 

 

１ 施設名称等 

施 設 名 称 所 在 地 

港区立伝統文化交流館 東京都港区芝浦一丁目１１番１５号 

 

２ 事業者選定の経過 

  港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会で１事業者選考した後、港区

指定管理者選定委員会の審議を経て指定管理者候補者を決定しました。応募事業者

は、１事業者でした。 

 

（１）港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会委員 
 

 氏 名 役 職 等 

委員長 岩崎 克也 東海大学 建築都市学部長 建築学科 教授 

副委員長 中村 ゆかり 港区芝浦港南地区総合支所協働推進課長 

委  員 坂倉 杏介 東京都市大学 都市生活学部 教授 

委  員 若林 朋子 
立教大学大学院 ２１世紀社会デザイン研究

科 特任教授 

委  員 近江 善仁 港区芝浦港南地区総合支所まちづくり課長 

 

（２）選考委員会の開催状況 
 

回 数 開 催 年 月 日 審 議 内 容 

第１回 令和６年２月５日（月） 

候補者の選考方法について 

公募要項について 

選考基準について 

第２回 令和６年６月１８日（火） 

応募事業者の財務状況等について 

第一次審査（書類審査） 

第二次審査の方法について 

第３回 令和６年７月９日（火） 

第二次審査（プレゼンテーション及び

ヒアリング） 

候補者の決定について 

令和６年９月１８日 資料№１  

区 民 文 教 常 任 員 会  
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（３）港区指定管理者選定委員会 

令和６年８月２日（金）に開催された令和６年度第５回港区指定管理者選定委

員会において、港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会で選考された

事業者が指定管理者候補者として選定されました。 

           

３ 選定された事業者 

名 称 伝統文化交流館運営共同事業体 

代表団体 

名 称 公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

代表者 理事長 田中 秀司 

所在地 東京都港区赤坂四丁目１８番１３号 

構成団体 

名 称 大星ビル管理株式会社 

代表者 代表取締役 寺島 剛紀 

所在地 東京都文京区小石川四丁目２２番２号 

 

４ 指定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年） 

 

５ 選定の理由 

（１） 施設の設置目的を理解した意欲的で様々な事業が提案されています。デジタ

ル技術の活用のほか、若年層に向けた事業も展開するなど、利用促進に向けて

工夫する姿勢が感じられます。 

（２） 港区指定有形文化財である建物の管理に関する考え方や取組が適切に提案さ

れています。文化財施設を含む豊富な管理運営実績があり、その経験を生かし

た的確な安全対策や維持管理計画が練られています。 

（３） 地域団体との協働をはじめ、地域に溶け込む姿勢があり、様々な施設の運営

実績を生かした多様な主体との連携についても考えられています。 

（４） 施設長候補者は、施設長としての資質や熱意を十分に有しているほか、団体

として既存事業を更に発展させて実現していくという強い意欲も感じるなど、

本施設の安定的かつ発展的な運営が期待できます。 

 

６ 今後の予定 

令和７年４月１日 指定管理者による管理運営の開始 
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はじめに  

 

 本報告書は、港区立伝統文化交流館の指定管理者候補者を選考するにあたり、「港区立伝

統文化交流館指定管理者候補者選考委員会」における審査の経過及び結果について報告する

ものです。 

 

 港区が定めた「港区指定管理者制度運用指針」では、民間事業者等が持つノウハウやアイ

ディア、専門性などを活用することにより、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応

や効率的で効果的な区民サービスの提供が可能となる施設については、積極的に指定管理者

制度の導入を進めるとしています。 

「港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会」は、このような視点を踏まえた上

で、伝統文化交流館の設置目的を最大限に活かし、効率的・効果的に区民サービスを提供す

ることができる候補者の選考を行いました。 

審査にあたっては、常に厳正さと公正さを確保するとともに、委員会として委員の総意の

下に結論を導き出すよう努めました。 

 

港区立伝統文化交流館指定管理者候補者から提案された内容は、施設の設置目的を十分に

理解した上で、現状の課題を的確に捉え、かつ、将来を見据えた大変優れたものでした。応

募事業者が１事業者で、他事業者の提案内容と比較することができなかったため、主に応募

事業者の指定管理者候補者としての適格性について審議することとなりましたが、指定管理

者を公募した目的は十分達成されたものと考えます。 

選ばれた事業者には、港区立伝統文化交流館条例に定める目的の達成に向け、指定管理者

として十二分に力を発揮されることを強く期待いたします。 

 

 

 

令和６年７月９日 

 

港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

委員長 岩崎 克也 
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Ⅰ 選考した指定管理者候補者について 

  

１ 指定管理者候補者 

名  称 伝統文化交流館運営共同事業体 

代表団体 

名 称：公益財団法人港区スポーツふれあい文化健康財団 

代表者：理事長 田中 秀司 

所在地：東京都港区赤坂四丁目１８番１３号 

構成団体 

名 称：大星ビル管理株式会社 

代表者：代表取締役 寺島 剛紀 

所在地：東京都文京区小石川四丁目２２番２号 

  

２ 対象施設 

施設の名称 所在地 

港区立伝統文化交流館 東京都港区芝浦一丁目１１番１５号 

 

３ 指定期間  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年） 

 

４ 選考の理由  

（１）施設の設置目的を理解した意欲的で様々な事業が提案されています。デジタル技術

の活用のほか、若年層に向けた事業も展開するなど、利用促進に向けて工夫する姿勢

が感じられます。 

（２）港区指定有形文化財である建物の管理に関する考え方や取組が適切に提案されてい

ます。文化財施設を含む豊富な管理運営実績があり、その経験を生かした的確な安全

対策や維持管理計画が練られています。 

（３）地域団体との協働をはじめ、地域に溶け込む姿勢があり、様々な施設の運営実績を

生かした多様な主体との連携についても考えられています。 

（４）施設長候補者は、施設長としての資質や熱意を十分に有しているほか、団体として

既存事業を更に発展させて実現していくという強い意欲も感じるなど、本施設の安定

的かつ発展的な運営が期待できます。 
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２ 

Ⅱ 選考経過について 

 

１ 選考の方法  

(１) 第一次審査 

応募法人から提出された申請書類及び計画書類について、財務関係書類、基本的事

項の適格審査、計画書類に対する評価をもとに総合的な審査を行い、第一次審査通過

者として１事業者を選考しました。 

(２) 第二次審査 

第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション及びヒアリングを行い、第一次審

査と第二次審査とを併せた総合評価により指定管理者候補者を選考しました。 

 

２ 選考委員会の構成 
 

委 員 長 岩崎 克也 東海大学 建築都市学部長 建築学科 教授 

副委員長 中村 ゆかり 港区芝浦港南地区総合支所協働推進課長 

委  員 坂倉 杏介 東京都市大学 都市生活学部 教授 

〃 若林 朋子 
立教大学大学院 21 世紀社会デザイン研究科 特

任教授 

〃 近江 善仁 港区芝浦港南地区総合支所まちづくり課長 

 

３ 公認会計士  

辰巳 尚 合同会社たつみ会計事務所 
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３ 

４ 選考の進め方 

 

応募書類提出（申請書・財務諸表・管理運営計画書等） 

 

 
 

 
 

＜第一次審査＞ 
 

１ 事業者の財務状況の調査・分析を行い、可（安定的に経営基盤を有している）若

しくは不可（安定的に経営基盤を有していない）で評価します。 

２ 事業者の資金計画の調査・分析を行い、Ａ（特に優れている）～Ｅ（特に劣って

いる）までの５段階に評価します。 

３ 選考基準の各項目に対応した配点に基づき、各選考委員が書類審査を行い、採点

します。 

４ 公認会計士等による財務状況分析に基づく評価と、各選考委員による書類審査の

合計得点により総合的な審査を行い、第一次審査通過者を決定します。 

 

 

 

＜第二次審査＞ 
 

１ 第一次審査通過者に対して、プレゼンテーション（１事業者１０分）及びヒアリ

ング（１事業者２０分程度）を行います。 

２ プレゼンテーションとヒアリングが終了した後、各選考委員による審査項目を中

心とした評価を行い、採点します。 

３ 第一次審査と第二次審査の点数を合計し、指定管理者候補者を選考します。 

公認会計士による財務状況等の調査・分析を行い、財務状

況評価は可若しくは不可、資金計画評価はＡ～Ｅの５段階

で評価します。 

選考委員による書類審査 

プレゼンテーション及びヒアリング、計画書等の総合評価 
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４ 

５ 選考委員会等の開催状況及び経過 

(１) 第１回選考委員会 

日 時  令和６年２月５日（月曜日） 午後５時４０分～午後７時１０分 

場 所  芝浦港南地区総合支所１０１会議室 

議 題  委員の委嘱について 

          公募要項（案）について 

          選考基準（案）について 

 

(２) 公募手続 

ア 公募要項説明会及び現地見学会 令和６年２月２７日（火曜日） 

イ 質問書受付           ２月１９日（月曜日）～３月１日（金曜日） 

ウ 質問への回答          ３月１５日（金曜日） 

エ 申請受付            ２月１９日（月曜日）～５月２４日（金曜日） 

 

(３) 第２回選考委員会(第一次審査) 

日 時  令和６年６月１８日（火曜日） 午前１０時３０分～午前１１時３０分 

場 所  芝浦港南地区総合支所１０２会議室 

議 題  応募事業者の財務状況等について 

         第一次審査（書類審査） 

          第二次審査の方法について 

 

 (４) 第３回選考委員会（第二次審査） 

日 時  令和６年７月９日（火曜日） 午前１０時３０分～午前１１時５０分 

場 所  芝浦港南地区総合支所１０２会議室 

議 題  第二次審査（プレゼンテーション及びヒアリング） 

         候補者の決定について 

 

 

 Ⅲ 選考対象者について 
 

No 事業者の名称 所在地 

１ 伝統文化交流館運営共同事業体 

東京都港区赤坂四丁目１８番１３号 

公益財団法人港区スポーツふれあい文化

健康財団内 
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５ 

Ⅳ 選考結果について 

 

１ 第一次審査 

(１) 財務状況分析等について  

    公認会計士による財務状況調査分析等報告書に基づき説明がありました。 

ア 財務状況評価 

法人より提出された財務諸表（決算報告）を基に、財務規模、収益性、安全性につ

いて、数値及び比率分析等により、安定的に継続して指定管理業務を行うことができ

るか否かを、可若しくは不可の絶対評価を行いました。 

   イ 資金計画評価 

法人より提出された資金計画書を基に、資金・収支計画の正確性、安全性、収支見

込の妥当性、運転資金調達の確実性、事業計画との整合性、経費見積もりの妥当性な

どについて数値及び比率分析により、Ａ～Ｅの５段階総合評価を行いました。 

 

(２) 選考基準表に基づく採点  

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計による選考を実施

しました。 
 

順位 事業者の名称 

財務 

状況 

評価 

資金

計画 

評価 

合計点数 

（1,500 点満点） 

１ 

伝統文化交流館運営共同事業体 

代表団体：（公財）港区スポーツふれあい文化健康財団（a）  

構成団体：大星ビル管理株式会社（b） 

(a)可 

(b)可 
Ａ 1,106 点 

※ 財務状況評価基準  

可（安定的に経営基盤を有している）、不可（安定的に経営基盤を有していない） 

※ 資金計画評価基準 

   Ａ:特に優れている、Ｂ:優れている、Ｃ:標準的、Ｄ:劣っている、Ｅ:特に劣っている 
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６ 

(３) 選考経過 

各委員が候補者の提案内容の評価について意見交換を行いました。 
 

事業者の名称 委員の意見 

伝統文化交流

館運営共同事

業体 

・公共施設の運営実績が豊富であり、安心して任せられると感じ

ました。 

・事業運営について、全体的によく組まれており、特に外部の団

体が作ったものを販売することでその団体の就労支援にも繋がる

という提案が素晴らしいです。 

・喫茶事業の提案内容は素晴らしいと感じましたが、実施可能か

疑問を感じた部分もあり、より工夫があると良いです。 

・目黒雅叙園等の類似施設を管理している実績があり、港区指定

有形文化財に対する建物管理の考え方、取組について提案されて

いる点を高く評価します。 
 

   以上の点を総合的に勘案して、事業者を第一次審査通過者としました。 

 

２ 第二次審査 

(１) プレゼンテーション及びヒアリング 

第一次審査通過事業者が１０分のプレゼンテーションを行った後、管理運営計画書

及びプレゼンテーションの内容に基づき２０分のヒアリングを行い、選考基準により審

査しました。 

  

(２)採点結果 

選考委員ごとの評価した点数を合計し、全委員の採点した点数の合計と第一次審査の

合計点を合算した総合点数を算出しました。 

 
 

順位 事業者の名称 
総合点数 

（2,250 点満点） 

第一次審査点数 

（1,500 点満点） 

第二次審査点数 

（750 点満点） 

１ 
伝統文化交流館運

営共同事業体 
1,754 点 1,106 点 648 点 

 

 

(３) 選考経過 

各委員が第一次審査通過事業者の管理運営計画書及びプレゼンテーションの内容の

評価について意見交換を行いました。 

11



７ 

 

事業者の名称 委員の意見 

伝統文化交流

館運営共同事

業体 

・類似施設の管理運営実績が十分あり、総合的に見て非常に安心

して運営を任せることができると考えられます。 

・危機管理対策については、木造建築であることを深く理解し、

火災予防に重点を置くことなど、経験を生かして管理していくと

いう姿勢が明確でした。 

・地域に溶け込む努力、他の団体との連携についてもしっかり考

えられている点が評価できると思いました。施設長としてもその

熱意を感じられました。 

・ＳＮＳを活用した広報活動に積極的に取り組む姿勢が感じられ

ました。 

・事業提案についてはすべて実現可能だと感じ、共食の文化やＳ

ＮＳの発信、マッチング方法に関しても広く考えられており、期

待ができると感じました。 

 

 

Ⅴ 最終選考結果について 

 

 最終選考結果 

   総合得点（2,250 点満点）に対する得点率は 77.9％であり、提案書の内容、事業者の

体制ともに評価できるものでした。選考基準に基づき、選考委員会の総意として、「伝

統文化交流館運営共同事業体」を港区立伝統文化交流館指定管理者候補者として選考し

ます。 
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会 議 名 第１回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時 令和６年２月５日（月）午後５時 40 分から午後７時 10 分まで 

開 催 場 所 芝浦港南地区総合支所１０１会議室 

選 考 委 員 
<出席者> ５名 

岩崎委員長、中村委員、坂倉委員、若林委員、近江委員 

事 務 局 
芝浦港南地区総合支所管理課長 金田 

芝浦港南地区総合支所管理課管理係 島崎、佐藤 

会 議 次 第 

１ 開会・挨拶 

２ 委員委嘱 

３ 委員紹介 

４ 選考委員会の運営について 

５ 委員長選出 

６ 議題 

議題１ 公募要項（案）について 

議題２ 第１次及び第２次審査基準（案）について 

７ 今後のスケジュールについて 

８ 閉会 

配 布 資 料 

資料１   港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会設置要綱 

資料２   委員名簿 

資料３   公募要項（案） 

資料４   選考の進め方（審査フロー図） 

資料５   第一次審査表（案） 

資料６   第二次審査表（案） 

資料７   今後のスケジュール 

 

参考資料１ 港区立伝統文化交流館条例 

参考資料２ 公募要項様式集 

参考資料３ 公募要項別紙集 

参考資料４ 港区立伝統文化交流館パンフレット 

【会議録】 
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 会議の結果及び主要な発言 

（発言者） 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

１ 開会・挨拶 

  （芝浦港南地区総合支所 管理課長） 

 

２ 委員委嘱 

 

３ 委員の紹介 

  〈各委員より自己紹介〉 

 

４ 選考委員会の運営について 

（事務局より資料１について説明） 

 

５ 委員長選出 

資料１の第５条２項の規定により、委員長は委員の互選により選出します。 

 

岩崎委員を委員長に推薦します。 

（委員一同・異議なし） 

資料１の第５条３項の規定により、副委員長は中村委員とします。 

 

６ 議題審議 

  議題１ 公募要項（案）について 

  議題２ 第 1 次及び第２次審査基準（案）について 

  【議題１と議題２は関連する事項のため一括審議】 

（事務局から配布資料について説明） 

 

質問、意見等ありますか。 

第二次審査のプレゼンテーションは、応募した資料だけでやるのか、或いは、

第一次審査の中で、ここをもう少し聞きたいという報告があれば、それを新た

に提出いただくなど、やり方や方針があれば、共有しておきたいと思いますが

いかがでしょうか。 

第一次審査の終了後に、第二次審査のプレゼンテーション、ヒアリングの進行

について、改めて委員の皆様に確認させていただきます。第一次審査で提出し

ていただいた計画書類の範囲内ですが、例えば、Ａ３一枚でアピールしたいポ

イントをまとめていただき、それを提出してもらったり、或いはパワーポイン

トでプレゼンテーションをしていただいたり、どのような方法がよいか、委員

の皆さんからご意見をいただきたいと思います。 

また、その際に、確認したい事項や資料があれば、追加提出を求めることも可

能です。 

第一次審査表で委員採点となっている「１管理運営実績」及び「２資金・収支

計画及び受託経費」は、例えば事務局採点にする考えはないのでしょうか。な
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事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

事務局 

 

 

 

いのであれば、例えば類似施設における管理の実績は十分かというのは、どの

程度あれば実績があると言えるかなど、基準を示していただけるのでしょう

か。 

類似施設における管理運営実績については、事務局採点としている施設もあ

ります。事務局採点としている施設については、事業者がこれまで類似施設

を何施設運営してきたかなどで評価し、事務局であらかじめ施設数に応じた

点数配分の基準に応じて、事務局で採点をするという手法もあります。しか

し、伝統文化交流館については、類似施設を多く運営されている事業者が少

ないこともあり、事務局採点が難しいことから、委員の皆様のそれぞれの専

門的な立場から、評価いただきたいと考えております。 

２点目の資金・収支計画及び受託経費につきましては、委員による採点とし

ている施設が多いです。 

あらかじめ基準額を示して、その基準額からいくら違うかで点数配分の基準

とするケースもありますが、金額の高低だけでは判断が難しいところもあり

ますので、委員の皆様のそれぞれの専門的な立場から、評価いただきたいと

考えております。 

公募要項３ページの指定管理料の表について、事務局から目安となる上限金額

は提示するのでしょうか。 

２点目は、４ぺージに記載されている興行場法についてです。この月に５回の

カウントの仕方について伺いたいです。 

３点目ですが、12 ページの一番上、従事する職員の最低賃金水準額ですが、こ

れは、喫茶に勤務する障害者の方々にも、この最低賃金が適用されているのか

伺いたいです。 

１点目の指定管理料ですが、こちらから次の指定期間における指定管理料の

上限金額についてはお示ししていません。事業者の皆様には、区のホームペ

ージでこれまでの指定管理料の実績を公表しておりますので、そちらを参考

に、今後の物価の変動も踏まえてご提案いただきます。 

２点目の興行場法についてですが、月に５日以上興行を行う場合は、許可が必

要となります。従いまして、１日を１回とカウントすることになります。 

３点目ですが、現在の指定管理者が福祉喫茶を委託する「社会福祉法人港福会

みなと工房」は、就労継続支援Ｂ型事業所になっています。ここで働く障害者

の方には、「賃金」では無く「工賃」が支払われます。従いまして、最低賃金

の適用はありません。 

なお、就労継続支援Ｂ型事業所の工賃等については「障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業

等の人員、設備及び運営に関する基準」で定められています。福祉喫茶で働く

方の工賃は最低水準を満たしていることを確認しています。 

１点目の指定管理料ですが、伝統文化交流館を新たに立ち上げた前回公募時は 

過去の実績がない中で提案してもらったのでしょうか。 

前回の公募要項では、「指定管理料の額は、提案のあった経費を上限とし、区

の予算の範囲内で支払うものとします。」と記載しており、指定管理料の目安

となるような具体的な金額は示しておりません。 

現在の指定管理者が公募時に提出した見積書をもとに、区と指定管理者で協議
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Ｃ委員 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

Ｄ委員 

事務局 

 

Ｅ委員 

 

 

事務局 

 

Ｄ委員 

 

を行い、指定管理料を決定しました。 

今回２回目の公募ということで、現状の分析、５年間やってきて達成できた

ところと改善点について、芝浦港南地区総合支所としては、伝統文化交流館

がどういう場所になって、それをどういうふうに地域活性化につなげていき

たいのか、施設の設置目的として地域のコミュニティ形成を目的にしている

以上、それをきちんと事業者には提案して欲しいと思います。 

まず、現状の運営について、例えば芝浦の地域を知る歴史講座など、伝統文

化に資する色々な講座を開催しており、利用者アンケートでは高い評価をい

ただいていることから、区としては評価しております。また、本施設はコミ

ュニティ施設であることから、できるだけ地域の町会や自治会、関係団体と

一緒に、地域のイベントにも積極的に参加をしている点も評価しています。 

一方で、たまたまこの近くを通りかかって、初めてこの施設について知る区

民の方もいらっしゃいます。ホームページでも積極的に情報発信をしていま

すが、開設から４年目というところもあり、認知度の点で課題であると認識

しています。 

特に若年層の認知は課題であることから、今回の提案では、若者を含めた利

用の促進について求めています。 

デジタル技術を活用した利用の向上を新しく追加した他、施設の安全管理で

は、第三者評価において、「木造の建物であることを踏まえ、火災発生時の避

難の経路などについて明確に記載をした方がよい」との指摘があり、改善を

して経緯を踏まえ、今回この提案書の中でも、自然災害のみではなく、火災

発生時の対応を加えるなど、これまでの課題を踏まえて、第一次審査表を作

成しております。 

公募要項の４ページ（２）提案事業のところで、「区内の福祉法人等を活用す

るなどして、体制を整え、より地域に密着した運営を行うようにしてくださ

い。」とありますが、前回の公募の時は福祉事業者でなくてもよかった気がし

ます。この福祉法人等という書き方は、今の事業者が継続して指定管理者とし

て運営する場合はよいですが、フラットに見たときに事務局側が今の事業者の

継続を希望しているように受け取らないか懸念があります。 

この福祉喫茶ですが、地域の方からの強い要望もあり、障害者の雇用機会の創

出や働く場の提供を求められていることからこのような記載としています。今

回、指定管理者が変更になる場合でも、こちらの福祉喫茶については、引き続

き障害者の活躍の場は残していきたいと考えています。 

例えば、カフェのみ、指定管理ではなく区の直営にはできないのでしょうか。 

建物単位で指定管理者による管理運営としますので、喫茶のみ区の直営とする

ことは難しいです。 

公募要項４ページ「Ⅱ 指定管理者の行う業務」の興業場法により、月に５回 

以上を超えてはならないとありますが、これは４回までならよいということで

しょうか。 

そのとおりです。月をまたいでの公演もありますが、１日を１回として月に 

４回まではできることになります。 

公募要項の 18 ページの「デジタル技術を活用した効果的な利用者サービスの 

向上の具体的提案」のデジタル技術というのは、どのようなものを想定してい
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事務局 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

事務局 

 

 

 

Ｄ委員 

 

事務局 

 

 

 

Ｅ委員 

事務局 

 

委員長 

 

 

 

全委員 

委員長 

ますか。 

例えば、講座の開催時に来館しなくてもオンラインで自宅から参加できたり、

施設内の展示にＱＲコードを掲示して、より詳しい情報や展示していない画像

も見られたり、さらにはＶＲの技術を活用することなども可能であると考えて

おります。 

公募要項４ページの「自主事業」は、指定管理料には含まれないということで

すが、事業者の判断で利益を出す事業や入場料を徴収することもできるのでし

ょうか。 

自主事業は施設の利用促進などを目的として指定管理業務に影響がない範囲

で行うものです。基本的に営利を目的とはしないものと考えています。現在の

指定管理者は、苺や野菜の販売、正月の獅子舞や甘酒の振る舞いなどの自主事

業を月に１回程度行っています。 

自主事業で、例えば野菜の販売をする場合は、仕入れ値よりも安く販売しなけ

ればならいとすると事業者の負担になってしまうと思います。 

自主事業の実施にあたっては、事前に区と協議をしていただきます。指定管理

者が決まったあと、提案された自主事業について実現できるかを協議し、施設

の設置目的に合致する内容で、かつ提案事業と混同しないものを行っていただ

くことになります。 

第一次審査表の加算部分で前回の公募から変えたところはありますか。 

デジタル技術の活用を加えたことで、他の項目の点数を減らし、２の資金収支

計画は２つの項目であったものを１つにまとめました。 

その他、ご意見がなければ、本日の審議での皆様のご意見をもとに、公募要項

（案）、第一次・第二次審査表（案）を修正していきたいと思います。最終的

な文言の調整については、委員長・副委員長に一任ということで進めさせてい

ただきますが、よろしいでしょうか。 

（異議なし） 

それでは、一部修正のうえ公募要項及び第一次・第二次審査基準を決定といた

します。 

 

７ 今後のスケジュールについて 

（事務局より資料１０について説明） 

 

８ 閉会 

（閉会の挨拶） 

※委員長における質疑や講評等に関する発言については、「委員」として表記しています。 
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会 議 名 第２回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時 令和６年６月１８日（火）午前 10 時 30 分から午前 11 時 30 分まで 

開 催 場 所 芝浦港南地区総合支所１０２会議室 

選 考 委 員 
<出席者> ５名 

岩崎委員長、中村委員、坂倉委員、若林委員、近江委員 

公認会計士 合同会社たつみ会計事務所 辰巳 

事 務 局 
芝浦港南地区総合支所管理課長 金田 

芝浦港南地区総合支所管理課管理係 遠藤、大石 

会 議 次 第 

１ 開会・挨拶 

２ 財務状況等分析結果の報告 

３ 議題 

議題１ 第一次審査通過事業者の決定について 

   議題２ 第二次審査基準について（プレゼンテーションについて） 

４ 今後のスケジュール 

５ 閉会 

配 布 資 料 

資料１ 財務状況分析報告書 

資料２ 資金計画分析報告書                                            

資料３ 第一次審査採点集計表 

資料４ 第二次審査表 

資料５ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）の実施方法につい

て 

資料６ 第１回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会会議録 

 会議の結果及び主要な発言 

（発言者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 開会 

 

２ 財務状況等分析結果の報告 

・公認会計士から財務状況及び資金計画分析結果について以下を報告 

【財務状況分析（可・不可評価）】事業者 a 可 

                事業者 b 可 

             

【会議録】 
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Ａ委員 

 

公認会計士 

 

 

Ｂ委員 

 

 

公認会計士 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員長 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

【資金計画分析（Ａ～Ｅ評価）】 事業者Ａ Ａ 

全体に対してのその他経費の割合は、適切な数値という判断でよろしいでしょ

うか。 

はい。全体に対してのその他経費の割合が、一般的なバランスの中にあり、適

切だと考えます。ただし、昨今の物価高を考慮した際、５年間横置きの経費科

目が多いのは気になります。 

先ほど人件費のお話が出ていましたが、昨今物価高ということですが、今の社

会情勢や物価高を考えると人件費が５年後まで毎年３％増というのは相場な

のでしょうか。 

大体相場であり適正だと考えます。大企業は５％上げる動きがありますが、中

小企業は３％程度です。今後の５年間このような動きが続くとは言い切れませ

んが、現状を見込んで３％上げていくというのは非常に妥当性があると考えま

す。 

 

３ 議題 

議題１ 第一次審査通過事業者の決定について 

・事務局から第一次審査集計結果について説明 

（集計結果 事業者Ａ １，１０６点） 

 

それでは、第一次審査について審議します。各委員から講評をお願いします。 

全体的には施設の現状を把握して、安定的に手堅く運営していけるだろうと感

じたので、総合的には評価をしています。 

あまり点が高くなかったポイントは、基本方針や運営計画の具体的なところ、

他の地域や団体との連携といったところが少し物足りないと感じています。 

今の伝統を保持する既存の活動を手堅く運用するというだけではなく、それを

通じた横の繋がりや地域の多様な団体との連携などを通して新しい伝統を作

り、新しい価値を作るということが期待されているのではないかと思います。

もちろん既存の意味での伝統を未来につなげていくという役割も必要だと思

います。 

そういう意味で若い世代や子育て層、旅行者などを含めた広い意味での将来の

あり方を提案しているかというと物足りないなと思いました。 

それ以外の個別の既存事業に関しては非常に手堅く他の施設や部局と連携し

ながら運営してもらえるという確信は得られましたが、将来を見据えた新たな

提案をもう少し期待したいです。 

全体としては可もなく不可もなくという印象を受けました。丁寧に提案してい

ますが、この施設の特徴を提案の中に打ち出しているかというと、見えづらい

と感じました。 

他の委員と評価が大きく異なった点は、管理運営実績のところです。区立の施

設やホールの運営以外に何かテーマを持った施設を運営してきた実績がある

かという視点で見ると、そうではないと考えました。 

安全対策や危機管理の部分は提出資料だけでは評価しづらかったです。 

例えば実際のマニュアルを見ることができれば、より正確に評価できると思い

ます。 
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また、先ほどの財務分析報告もですが、財務諸表を実際に自分の目で見ないと 

評価ができないなと思いました。 

選考委員の中で一番点数を高くつけています。 

まず、管理運営実績について、実績が多く、とりわけ港区の実績が多いという

ところを評価して満点をつけています。 

資金収支計画及び受託経費について、バランスのよさを感じますし、中でも人

件費については定期昇給を加味している点が評価できます。 

基本方針については、年間を通じて事業が取り組まれており、常に人々の交流

の場となり得るという点を評価しています。 

事業運営について、全体的によく組まれていると感じます。特に外部の団体が

作ったものを販売することでその団体の就労支援にも繋がるという点も、すば

らしい提案だなと考えます。 

管理運営計画について、正規の常勤者を常に 1 名在駐しているというところ

が、秀でていると感じます。 

クレームについてはそのままにせずそこから学び込み、顧客満足度を上げてい

くという取組が明確にされている点がいいと思います。 

業務継続については、基本的な流れはしっかり押さえられていると感じます。 

安全対策危機管理等については、独自のマニュアルという記載がありますが、

それが提示されていないので評価ができませんが、次ページを見ると意気込み

は感じられると思いました。 

その他のところについて、区のオーダーにしっかり応えていると感じます。 

また雇用にあたっては、障害者雇用優先枠というものをあらかじめ設定してい

ることが素晴らしいと思いますし、そういう取組のおかげで法定雇用率も十分

に満たしているという点を評価しました。 

実績の点では安心感がありますが、物足りない点もあると考えています。 

例えば事業運営計画の中で低く評価したのが、憩いの間を活用した喫茶の事業

計画で、この計画で全部できれば素晴らしいですが、現状を踏まえて本当に実

現できるのかと感じ、もう少し工夫が欲しいと考えた評価にしています。 

テーマのある建物を運営していく、この施設でいうと文化財の建物を使って運

営するというところが特色なので、例えば、管理運営計画の職員の研修につい

て、文化財の建物運営に関する職員研修が欲しいと思いました。 

その他、再委託について、専門事業者という理由で区外の事業者に再委託して

いるところが多かったですが、区内にも同じような専門事業者もあるので、も

う少し区内事業者を活用してはどうかと思いました。 

総じてこの提案で安心して運営していけると評価しています。 

総論としては、安心して任せられるという感じを受けました。 

ただ、物足りない部分もあり、この施設ならではの提案が少ないと感じました。 

高く評価したのは、類似施設の管理について、行政との仕事、他の区との仕事

など多くされており、高い得点としました。 

港区指定有形文化財である建物管理に関する考え方や取組というところで、目

黒雅叙園を管理しているという実績を高く評価し、５点という点数を入れてお

ります。 

一方で、安全対策や危機管理等に関しては、ここの事業者のデフォルトのよう
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委員長 

 

 

全委員 

委員長 

 

Ａ委員 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

な提案書のように感じましたので、あまり評価をしておりません。 

伝統文化交流館ならではの具体的な安全対策や危機管理について提案されて

いるとさらによかったと思います。 

それでは、各委員からの講評を踏まえ、意見交換をお願いします。 

様式 17 のところで、この施設は各地域にある区民センターとは異なり、区内

に１つしかないものなので、周辺地域だけでなく港区全体ともっと連携ができ

るとよいと思いました。 

私はこの事業者が審査に進んだとき、提案にあるＳＮＳで発信をするというも

のが、どのくらいの頻度で、どういうコンテンツについてなのか、具体的にヒ

アリングしたいと思いました。 

それでは、点数を修正されたい委員の方はいらっしゃいますでしょうか。 

（修正なし） 

それでは、資料３「第一次審査集計表」のとおり事業者Ａの合計評価点は、1,106

点で確定とします。 

続きまして、第一次審査を通過させるか否か、決定したいと思います。 

事業者Ａを第一次審査の通過者とすることでよろしいですか。 

（異議なし） 

それでは、事業者Ａについては第一次審査通過とします。 

通過は決定ですが、今回 1 者しか応募がなかったのはどうしてでしょうか。前

回の公募では複数者来ていたと思います。説明会にも来ていないのでしょう

か。 

前回応募していた３者の中で今回の説明会にきたのは１者だけです。 

ただ今回の公募は、前回よりも書類提出期間を長くしていますし、前回以上に

広く周知しましたが、結果としては 1 者しか応募がありませんでした。 

 

議題２ 第二次審査について 

 ・事務局より第二次審査の方法について説明 

 

それでは、第二次審査について審議します。 

まず時間配分について、プレゼンテーション１０分、ヒアリング２０分の時間

配分はいかがでしょうか。 

（異議なし） 

では時間配分については事務局の提案どおりとします。 

次にプレゼンテーション時の条件、方法についてご意見をお願いします。 

10 分説明があるので、Ａ３の要旨の内容をパワーポイントに表現してくださ

いと指定してもいいかなと考えます。 

その方が聞く側としては理解が深まると思ますが、区としてはいかがでしょう

か。 

過去の事例から、お手元にＡ３一枚の紙資料を用意して、パワーポイントの資

料を詳細版として作り込み、プロジェクターに映すケースもありました。提出

していただいた計画書類の範囲内で、第二次審査の審査項目の３つの要素を盛

り込んだパワーポイントの資料とＡ３一枚の紙資料の作成を求める方法もあ

ります。 
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Ａ委員 

 

 

全委員 

委員長 

パワーポイントでの提出を求めてもいいと思いますし、事業者にとって負担と

いうことであれば、Ａ３一枚の紙資料を求めるだけでもいいですが、皆さんい

かがでしょうか。 

（Ａ委員の意見に賛成） 

それでは配布資料としてＡ３一枚用意し、事前に通知する３つのポイントを中

心にパワーポイントを作成してプレゼンテーションをしていただくことに決

定します。 

 

４ 今後のスケジュール 

・事務局より今後のスケジュールについて説明 

 

５ 閉会 

（閉会の挨拶） 

※委員長における質疑や講評等に関する発言については、「委員」として表記しています。 
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会  議  名 第３回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

開 催 日 時      令和６年７月９日（火）午前１０時３０分から午前１１時５０分まで 

開 催 場 所      港区芝浦港南地区総合支所１０２会議室 

出 席 者 

出席者 ５名 

岩崎委員長、中村委員、坂倉委員、若林委員、近江委員 

欠席者 なし 

事 務 局      
芝浦港南地区総合支所管理課長 金田 

芝浦港南地区総合支所管理課管理係 遠藤、大石 

会 議 次 第      

１ 開会 

２ プレゼンテーション及びヒアリング 

３ 第二次審査採点及び指定管理者候補者の選定について 

４ 閉会 

 

配 付 資 料      

【配付資料】 

資料１ 第二次審査表 

資料２ プレゼンテーション用資料（事業者Ａ） 

資料３ 第２回港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会会議録 

参考資料１ 第一次審査採点集計表 

参考資料２ 第二次審査（プレゼンテーション・ヒアリング）方法について 

 

【会議録】 
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 会議の結果及び主要な発言 

（発言者） 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者Ａ 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

事業者Ａ 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

事業者Ａ 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

事業者Ａ 

 

Ｃ委員 

 

 

 

事業者Ａ 

 

 

 

１ 開会 

 

 

２ プレゼンテーション及びヒアリング 

 ・事業者によるプレゼンテーション 

 ・委員からのヒアリング 

                                

（プレゼンテーション） 

 

とても分かりやすいプレゼンテーションで、伝統文化交流館が賑わって運営され

ていくことが想像できました。その上で質問ですが、伝統文化交流館は既に運営さ

れている施設であり、これから次のステージに進んでいく中で、現状の課題、もし

くは現状の至らないこと、もっとこういう風にしていきたいというような将来の

展望を具体的に教えてください。 

徐々に入館者数は増えていますが、まだまだ伸びる可能性があると思っています。 

そのために、インスタグラム等のＳＮＳを活用し、若い世代に周知していきたいで

す。高齢者の方々、幼少年の子供たちの入館数と比較して 10 代、20 代の方の入館

が少ないように感じます。そういった方々に対して、ＳＮＳ等をフルに活用し、広

報告知の促進をしていきたいと考えています。 

専門のスタッフを配置されるという提案もあったと思いますが、具体的にどのよ

うに広報を充実させていきますか。 

インスタグラム以外のツールを使うことも考えています。例えば、展示室に二次元

コードを設置し、それを読み込むと詳しい情報が得られるような工夫を考えてい

ます。伝統文化交流館に来たことがない人に対しては、地域の方々からいただいた

写真や資料をアーカイブ化し、オンライン上にデジタル展示をするなど考えてい

ます。そこから興味を持ってもらい、実際に足を運んでいただくようなアクセス方

法も考えています。 

情報発信を施設側だけがやる必要はないと思います。例えば、高校生や大学生が広

報スタッフになって色々なイベントを取材して発信するなど、職員以外の方が広

報に関わることで広がっていく情報もあるのではないかと思います。 

スタッフの中では、今後何か話題となる魅力的なスポットを作り、来館者がそれを

発信することで、情報をどんどん広げていきたいという案も出ています。 

この地域は 10 年 20 年で大きく変わってきていますが、地域が更新されていく中

でも伝統を繋げ、新しい文化を作っていくことがこの施設の役割だと私は思って

います。そこで、提案にもあった新旧の融合を果たすための工夫などあれば教えて

ください。 

一般開放の正午から 14 時までの時間を活用したいと考えています。この時間はビ

ジネスマン、高齢者、ママ友の方々など非常に幅広い世代が利用しています。一緒
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事業者Ａ 

 

 

 

 

 

にご飯を食べていると自然と仲良くなっていく「共食」の文化を生かし、そこに集

まった方々で何かテーマに沿って話してみたり、一緒にお茶を飲んだりするお茶

会を開催することで様々な交流ができるのではないかと考えています。 

最後に、様々な団体との関わりを大切にされていると思いますが、団体を相手にし

てしまうと個人の顔が見えなくなってしまうことがあると思います。団体の中で

も誰と一緒にやるのかということが大事だと思います。また、団体と伝統文化交流

館の一対一の関係よりも、ネットワークを生かして地域、地域の人、町会自治会と

大使館をつなぐ、小学校と大学をつなぐというような役割をしていくと、もっと交

流に広がりが出ると思います。 

そのようなマッチングをする役割ができるよう努めていきます。 

マッチングという中間支援活動はとても大変なことです。提案している事業を行

いながら、様々な人たちをつなげていくということは、想像以上にきめ細かな配慮

が必要で、時間も手間もかかると思います。提案されている職員体制の中で、具体

的には誰がこの中間支援活動を行っていくのでしょうか。 

職員それぞれに役割業務がありますが、常勤の４人と非常勤の３人が中間支援を

していくと考えています。例えば、防犯パトロールや清掃活動など、順番に誰かが

行くようにします。 

相手と密に連携を取る必要があると思うので、交代しながら順番にやっていくと

いうのもいいですが、複数の体制で関係が途切れずにバトンタッチしていくよう

な体制がとれると、つなぎ役としての役割が継承されていくと思います。 

また、小中学校との連携についての提案はとてもいいと思いましたが、見学会の事

業が港区郷土歴史館と展示内容など被るところがあると思います。そこで、子供た

ちが郷土歴史館に見学に行くのと、伝統文化交流館に見学に行くのとでは、何が一

番違うのか、その特徴や他では学べないことなどあれば教えてください。 

郷土歴史館は港区の歴史が広範囲で学べる場所で、伝統文化交流館は芝浦地域の

歴史を深掘りしている場所だと考えています。この地域の歴史が様々ある中で、私

が一番伝えたいことは、この建物を残そうとした人たちの思いです。 

自分の育ったところの歴史や文化について知り、その土地に対する愛着を深めて

もらいたいと思っています。 

港区内で様々な施設を管理運営している実績がありますが、伝統文化交流館の指

定管理者になった際は、そういった施設との連携は考えていますか。 

考えています。区民センターや生涯学習センターがありますが、例えば近くの芝浦

港南区民センターと一緒にイベントをするなど、登録団体同士の交流を考えてい

ます。 

類似施設の管理運営実績の中で、港区外にも日比谷公会堂など歴史的かつ知名度

もあるような施設がありますが、今後、伝統文化交流館の管理に生かせるような強

みはありますか。 

歴史的な古い建物というのは、清掃も含めて、すごく気を使う部分があります。床

が変色してしまうので、ワックスの選定も注意し、必要最低限の使用にします。こ

れまでの管理運営で得た知識や学んできたことは伝統文化交流館にも生かせると

思います。 

また、文化財は特に火事に気を付ける必要があり、漏電を防ぐなど火事を起こさな

いための保守や点検に努めていきます。 
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防災訓練の時などに放水銃を実際に使ってみることはありますか。 

消防設備点検のときに年２回必ず放水銃は動作させます。実際に水を建物にかけ

ることはダメージを与える可能性があるのでしませんが、水が出るという確認は

します。 

事業運営に関する取組について、例えば外国人の方に対して浴衣着付け教室をす

る際にはどのような多言語対応を考えていますか。 

お伝えする内容が簡易なものであれば、設置しているポケトークの活用を考えて

います。講座などの場合は、通訳の方を立てて情報を正確に伝えたいと考えていま

す。 

若年層へのアプローチの中で、クラブ活動との連携事業について具体的に教えて

ください。 

例えば、芝学園にある落研の学生たちを呼び、一般開放時間に投げ銭ライブをやっ

てもらうことなどを考えています。ステージで本番さながらにライブができるチ

ャンスはなかなかないと思うので、貴重な機会にもなると思います。また、登録団

体の発表会に出てもらうなども考えています。 

区内施設や目黒雅叙園をはじめとしたこれまでの管理運営での経験を生かし、今

後変えていきたいもの、ポリシーとして変えないものについて教えてください。 

これからの５年に関しては、火事を起こさないための対策が大事になると考えて

います。開館から５年経ち、目の届かないところに埃や汚れが蓄積してきていると

思います。そういう人の目につかないバックヤードや分電盤の中など、これまでや

れていない部分の保守、メンテナンスをしていきたいです。そうすることで火事を

防ぐこともできますし、建物の価値も上がっていくと考えています。 

 

３ 第二次審査採点及び指定管理者候補者の選定について 

  ・採点及び集計 

・事務局から第二次審査集計結果について説明 

（集計結果 事業者Ａ ６４８点） 

 

各委員の皆様から講評をお願いします。 

総合的に見て非常に安心して、運営を任せられる事業者だと思いました。特に管理

運営については、これまでの実績も十分ありますし、火災に対する対策なども具体

的で、施設の管理をしっかり行ってもらえると確信が持てたので高い評価になっ

ています。一方、運営面についても意欲的に色々な提案をされていて全く問題はな

いのですが、欲を言えばもっと新しい文化を生み出していくような事業を展開し、

伝統文化の先にある新しい文化を生み出すことのできるポテンシャルがあると感

じています。ＳＮＳの活用などについても、積極的に取り組む姿勢は感じました

が、もっと様々な立場の人を巻き込んで広げていける可能性もあると思いました。

そうした期待もあり、ポテンシャルも含めて評価しました。 

総合的に見て安心して任せられる事業者だと思いました。高く評価した管理運営

について、特に火事などに対する配慮はこれまで伝統的な建造物を扱っているか

らこその知見だなと感じました。評価が低かった事業提案の実現性については事

業提案の内容と実現性に分けて考えました。事業提案の内容については、単発的な

参加を促す事業が多いと感じ、もう少し長く運営にも参画してもらえるような事
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全委員 

委員長 

 

 

 

全委員 

委員長 

業があると地元の方にも喜ばれるのではないかと思いました。事業提案の実現性

については、職員の数が足りていないのではないかと感じました。提案していた幅

広い中間支援をやっていくとなると、もう少し手厚いスタッフ体制が必要だと感

じ、実現性の点で低い評価になりました。 

高く評価したのは、管理運営に関する取組、関係機関や地域との連携のところで

す。まず管理運営の中でも危機管理体制のところは、木造建築物であることをしっ

かり理解し、経験を生かして管理していく姿勢が明確でした。また放水銃について

細かい質問をしましたが、しっかりと回答できており、安心して施設管理をお任せ

できると思いました。また、様々な施設を運営している実績もあり、そことの連携

を図りながら事業を進めるという姿勢も感じられたので満点という評価にしてい

ます。他の項目については満点ではありませんが、既存の事業を基にした事業を提

案し、さらに伸びしろを持たせ、それをまた実現していこうという姿勢が強く感じ

られたので、それぞれ４点という評価にしています。トータルで見ても安心して向

こう５年間運営を任せていけると考えました。 

全体を通して安心してお任せできる事業者だと思いました。施設長予定者のプレ

ゼンテーションも、安心して聞くことができましたし、ヒアリングでの受け答えも

しっかりできていたと思います。施設運営に関する取組についても、火災予防に重

点を置いた施設管理についてよく考えていると思いました。また、地域に溶け込む

努力、他の団体との連携についてもしっかり考えられていたと思います。事業提案

の実現性については、実現可能だとは思いましたが、もっと大きな目玉となる提案

があるとよかったなと感じました。 

プレゼンテーションやヒアリングを聞いて、管理運営を任せられる事業者だと考

えました。事業運営に関する取組、関係機関や地域との連携、事業提案の実現性に

関しては満点の評価をしました。様々な事業提案については、すべて実現可能では

ないかなと感じました。さらに、共食の文化やＳＮＳの発信、マッチング方法に関

しても色々考えられており、期待ができると感じました。一方で、管理運営に関す

る取組、施設長予定者の将来のビジョンが読み取れるかについては４点の評価に

しています。木造建物に関するケアについてはしっかり考えられていましたし、火

事を防ぐ取組については評価しています。施設長予定者はプレゼンテーションを

聞いて熱意を感じました。満点ではないですが、満点に近い４点にしました。 

点数を修正されたい委員の方はいらっしゃいますでしょうか。 

（修正なし） 

それでは、第二次審査について、事業者Ａは合計７５０点満点中６４８点です。第

一次審査の得点が１，１０６点でしたので、総合得点は１，７５４点です。 

点数を確定し、事業者Ａを港区立伝統文化交流館指定管理者候補者として決定し

ます。よろしいでしょうか。 

（了承） 

事業者Ａを当委員会では指定管理者候補者として決定いたします。 

 

４ 閉会 

 

※委員長における質疑や講評等に関する発言については、「委員」として表記しています。 
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Ⅰ 施設の概要 

１ 指定管理者制度導入の趣旨 

  港区では、多様化する区民ニーズへの柔軟かつ迅速な対応や効率的で効果的な区民 

 サービスを提供するため、公の施設の管理・運営を包括的に委任する指定管理者制度 

 を積極的に導入しています。 

  今回、「港区立伝統文化交流館」の管理・運営について、民間事業者等が持つノウハ 

 ウやアイデア、専門性などを活用するため、指定管理者を広く募集します。応募にあ 

 たっては、「港区指定管理者制度運用指針」（別紙１）に基づく区の方針を十分に認識 

 し、また、施設の設置目的等を理解のうえ、本要項に基づく創意工夫のある提案を期 

 待しています。 

 

２ 伝統文化交流館の設置目的と成り立ち 

  伝統文化交流館は、港区立伝統文化交流館条例（平成３０年港区条例第３８号。以 

 下「条例」という。）に基づき、歴史的建造物としての趣を生かし、伝統文化を通じ 

 た区民の相互交流を促進することにより、地域の活性化に寄与することを目的とした 

 施設です。 

  建物は、昭和１１年（１９３６年）に芝浦花柳界の見番（「置屋」「料亭」「待合」 

 からなる「三業」を取りまとめ、芸者の取次や遊興費の清算をする施設）として建築 

 された、旧協働会館を改修し、活用しています。旧協働会館は都内に唯一現存する木 

 造建築の見番であり、華やかな芝浦花柳界の面影を伝える建築として大変貴重なもの 

 です。 

  同時期に建設された、目黒雅叙園の棟梁である酒井久五郎に手がけられており、正 

 面玄関には銅板敷の唐破風をつけ、桧板敷舞台のある大広間が設けられています。良 

 材をふんだんに使用しており、扉の卍崩しや階段の手すりなど、その意匠や技巧を凝 

 らした造形と構造を持っています。大部分が明治期以降の埋め立てによってできた比 

 較的新しいまちである芝浦港南地区にとって、地域の代表的な歴史的財産です。 

  戦後は東京都により港湾労働者の宿泊所として使用されていました。施設は、老朽 

 化により平成１２年に閉鎖されましたが、地域からの現地保存と利活用を望む声を踏 

 まえ、その保存・利活用について検討を行ってきました。区は、平成２７年２月に策 

 定した「旧協働会館保存・利活用のための整備計画」において、地域文化の継承や地 

 域コミュニティ形成、区民協働による地域事業の更なる推進のために、利活用するこ 

 ととしました。  

 

 

 

 

32



 2

３ 伝統文化交流館の概要 

（１）名称 

   港区立伝統文化交流館 

   施設概要は以下をご覧ください。 

https://minato-denbun.jp/ 

 

（２）所在地 

   東京都港区芝浦一丁目１１番１５号 

 

（３）施設規模 

 
 

 

 

 

 

（４）開設年月日 

   令和２年４月１日 

 

（５）休館日・開館時間 

   ア 開館時間 午前１０時から午後９時まで 

          ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではありません。 

   イ 休 館 日 年末年始（１２月２９日から１月３日） 

          ただし、区長が必要と認めるときは、この限りではありません。 

 

（６）利用対象者 

   施設内は一般に広く公開します。 

   ただし、条例第７条に規定する貸切利用（※）をすることができるものの範囲は、 

  次に掲げるものとします。 

  ア 区内に住所を有する者 

  イ 区内の事務所又は事業所に勤務している者 

  ウ 区内の学校に通学している者 

  エ 前記からウまでに掲げる者を主たる構成員とする団体 

  オ 前記アからエまでに掲げるもののほか、区長が適当と認めるもの 

  （※）本施設で貸切利用ができるのは２階の「交流の間」（楽屋含む）です。 

 

（７）使用料 

   現在の使用料は、下表（令和２年４月１日制定）のとおりです。 

   なお、維持管理経費の変動、施設の運営状況を踏まえ、区では定期的（５年を目 

 本棟 増築棟（管理棟） 増築棟（ポンプ室） 

構造 木  造 ＲＣ造（壁式） ＲＣ造（壁式） 

階数 地上 2 階 地上 2 階 地上 1 階 

敷地面積 642.93 ㎡ 

延床面積 442.34 ㎡ 93.70 ㎡ 14.31 ㎡ 
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  途）に使用料の改定要否を検討することとしています。 

 

施設 
面積 

（㎡） 

定員 

（人） 
利用時間 使用料 

交流の間 94.47 100 

午前（午前１０時～正午） 5,700 円 

午後（午後２時３０分～５時３０分） 8,500 円 

夜間（午後６時～９時） 8,500 円 

 
（８）指定管理料等 

   本施設の過去の指定管理料等については、下表のとおりです。 

   なお、記載額は過去の実績を参考として示したものであり、本提案における指定 

  管理料の上限額を示すものではありません。 

 令和２年度 令和３年度 令和４年度 

収入 70,895,919 円 81,178,611 円 80,183,454 円 

 指定管理料 70,731,319 円 80,353,111 円 78,802,754 円 

 その他収入（講座参加費等） 164,600 円 825,500 円 1,380,700 円 

支出 64,716,204 円 74,087,329 円 74,066,141 円 

 職員人件費 27,298,061 円 33,293,244 円 33,023,569 円 

光熱水費 2,655,725 円 3,238,619 円 3,580,374 円 

修繕費 262,900 円 107,100 円 176,770 円 

事業運営費 14,309,506 円 17,595,404 円 16,952,447 円 

施設管理経費 12,079,858 円 11,672,670 円 12,360,159 円 

その他経費 8,110,154 円 8,180,292 円 7,972,822 円 

※指定管理料は、項番Ⅱ４（１）における予算額と実績額の差額を清算した後の指定

管理料の額です。 

※自主事業に係る収入及び経費は含みません。 

 ※令和２年４月１日から令和２年５月 25 日まで、新型コロナウイルス感染症の感染 

  拡大防止のため休館しました。 

 

４ 指定期間 

  令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで（５年） 
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Ⅱ 指定管理者が行う業務 

１ 事業運営 

（１）基本事業 

   指定管理者が行う事業に関する業務は、以下のとおりです。詳細については、業 

  務基準書（別紙２）及び業務仕様書（別紙３）を参照してください。 

  ア 伝統文化の継承に資する活動に関すること。 

  イ 交流の間の公開に関すること。 

  ウ 区民の相互交流の機会及び場の提供に関すること。 

  エ 伝統文化の継承に資する資料の収集及び展示並びに情報の収集、提供及び発信 

   に関すること。 

  オ 館の施設の利用に関すること。 

  カ その他、区長が必要と認める事業 

 

（２）提案事業 

   港区立伝統文化交流館条例第１条に定める目的を達成するため、同条例第３条に 

  基づく事業を提案してください。事業を計画する場合は、本施設が港区指定有形文 

  化財であること、また地域の活性化を目指す施設であることを十分に認識の上、施 

  設の魅力及び利用率の向上につながる効果的な事業を提案してください。 

   なお、提案事業は、事前に区と協議の上決定し、指定管理料の範囲内で実施しま 

  す。 

※ 本施設は、興行場法の規定における興行場には該当しません。興行場法に反し

ない限りで、公演等を行うことができます。月５日間以上、興行を行う場合は興

行場の営業許可が必要になりますので、これを超えることはできません。興行

とは、映画、演劇、音楽、スポーツ、演芸又は観せ物を、公衆に見せ、又は聞か

せることを指します。 

※ 憩いの間は、利用者同士の交流を促進する場であるとともに、地域の障害を持

つ人の働く場とします。実施する事業について、平日１０時～１６時の間は、常

時２名以上、障害者が業務を行うこととします。区内の福祉法人等を活用する

などして、体制を整え、より地域に密着した運営を行うようにしてください。 

 

（３）自主事業 

   上記（１）（２）のほか、本施設の設置目的に合致し、かつ、本業務の実施を妨げ 

  ない範囲で、施設の利用率向上等を図るための事業を自主的に行うことができます。 

   なお、自主事業は、事前に区と協議の上決定し、事業に係る経費は事業者の負担 

  とします。（自主事業に係る収入・支出はいずれも指定管理料には含みません） 
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（４）職員体制 

   関係法令を熟知し、事業を実施するために必要な知識及び経験等を有する職員を 

  配置し、施設の管理運営に支障がないよう配慮してください。 

   また、指定管理者は、公の施設の職員としての心構えを認識し、従事職員教育、 

  接遇教育等を徹底し、利用者及び区民への接遇等が常に良好となるよう努めてくだ 

  さい。 

  ア 施設長は総括責任者として専任とし、所属職員を指揮監督して業務を統括する 

   こと。類似施設等での施設長経験の有無は問わず、施設運営について熟知した者 

   とする。 

  イ 事業推進職員（伝統文化に関する各種講座・公演・イベントの企画等）を配置 

   すること。 

  ウ 管理運営職員（総務・経理・服務管理・受付業務・施設管理）を配置すること。 

  エ 本施設の開館時間中には、総括責任者又はそれに代わる職員を配置すること。 

 

２ 施設の維持管理 

（１）施設の維持管理業務 

   指定管理者が行う維持管理に関する業務は、下記のとおりです。詳細については、 

  別紙業務基準書及び業務仕様書を参照してください。 

   ア 消防法令、建築基準法令等に基づく業務を行うこと。 

   イ 各種設備機器類の保守点検業務を行うこと。 

   ウ 施設の日常、定期及び特別清掃を行うこと。 

   エ 植栽の管理を行うこと。（害虫駆除を含む。） 

   オ その他、次の業務を行うこと。 

    (ア)施設・付属設備の管理及び物品等の取扱いに関する業務 

    (イ)１件１３０万円以下の軽易な修繕及び整備 

    (ウ)施設内の清掃の保持、整頓その他の環境整備に関する業務 

    なお、本施設は、港区指定有形文化財として指定されています。建物の維持管 

   理及び活用に当たり、建物の特徴や歴史的価値等を損なわないよう、十分注意す 

   るとともに、破損した部分を補修する場合は、事前に区や区教育委員会事務局に 

   手法等を確認したうえで実施してください。 

 

（２）安全・安心に関する業務 

   ア 災害や事故の発生などの緊急時において、「港区危機管理基本マニュアル」 

   （別紙４）に基づき、「緊急対応マニュアル」を作成し、利用者等の避難誘導、 

   関係機関への通報、傷病者の医療機関への搬送の付き添い、安全確保、通報・連 

   絡等の迅速かつ的確な対応を行うこと。 

   イ 休日・夜間の連絡体制を確立すること。 

   ウ 区有施設等安全点検及び点検報告(日常点検・総点検・エレベーター点検確 

    認)「港区有施設の安全管理に関する要綱」（別紙５）、「港区有施設安全管理業 
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    務実施要領」（別紙６）に基づく安全管理体制の整備、日常安全点検等を実施す 

    ること。 

   エ 震災及び新型インフルエンザが発生した場合を想定し、「港区業務継続計画」 

    に基づき、開館時間外の災害その他あらゆる緊急事態、非常事態に際して、従 

    事職員用の食料等の確保や業務体制の整備など速やかに対応できる体制を整 

    えること。なお、港区防災対策基本条例の規定に基づく、事業者の責務を負う 

    ものとする。 

   オ ＡＥＤ日常作動点検を行い、保守管理を行うこと。 

   カ 上記アからオまでを適切に遂行するために、事件・事故の際の対応を定め、 

    職員研修の実施等を行うこと。 

   キ 利用者に対する見守り、声掛けなど様々な支援を行うこと。 

   ク 芝浦港南地区総合支所等との防災無線や避難所運営等の訓練に参加又は協力 

    すること。 

   ケ 災害時は区の指示に基づき区民の安全確保のため協力すること。 

   コ 管理する個人情報の保護をはじめ情報セキュリティについては、本業務に従 

    事するすべての者が「港区情報安全対策指針」（別紙７）を遵守し、漏えいの防 

    止等の適正な管理に努めること。 

 

３ 管理運営の基準 

（１）関係法令等の遵守 

   指定管理者は、以下に掲げるものをはじめとした関係法令等を遵守し、施設の管 

  理運営を行ってください。 

   ア 港区立伝統文化交流館条例及び施行規則 

   イ 文化財保護法 

   ウ 港区文化財保護条例及び施行規則 

   エ 食品衛生法 

   オ 地方自治法 

   カ 労働関係法（労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法等） 

   キ 個人情報の保護に関する法律 

   ク 港区情報公開条例及び施行規則 

   ケ 港区環境基本条例 

   コ 港区廃棄物の処理及び再利用に関する条例及び施行規則 

   サ 港区有施設の安全管理に関する要綱 

   シ 港区防災対策基本条例 

   ス 港区暴力団排除条例 

   セ 障害者の雇用の促進等に関する法律 

   ソ 障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律 

   タ 港区環境美化の推進及び喫煙による迷惑の防止に関する条例 

   チ その他施設の管理運営業務及び各種事業実施に関わる各種法令・条例等 
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（２）区が定める指針等への対応 

   以下の主な指針等を十分認識の上、積極的に区と連携してください。 

   ア 港区指定管理者制度運用指針 

   イ 港区情報安全対策指針 

   ウ 港区環境マネジメントシステムハンドブック 

   エ 港区区有施設受動喫煙防止対策基本方針 

   オ 港区行政情報多言語化ガイドライン 

   カ （公社）港区シルバー人材センター及び障害者就労施設等への優先発注 

   キ 区内中小事業者への優先発注 

   ク 港区の契約における暴力団等排除措置要綱 

   ケ 港区職員のハラスメントの防止等に関する要綱 

   コ 港区職員接遇マニュアル「あったかマナーみなと」 

   サ 港区職員の障害を理由とする差別の解消の推進に関する要綱 

   シ 港区が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進 

    に関する要綱 

   ス その他施設の管理運営業務及び各種事業実施に関わる指針等（別紙８） 

 

（３）個人情報保護 

   指定管理者は、指定管理業務を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、関係 

  法令等を遵守し、その取扱いに十分留意し、漏えい、滅失及びき損の防止、その他 

  の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じてください。 

 

（４）再委託の禁止 

   指定管理業務の全部又は主たる部分を再委託することはできません。 

   ただし、清掃・警備及び設備の保守点検など専門性の高い個別業務等については、 

  区の事前承認を得た場合に限り、再委託ができます。 

   再委託を行う場合においては、区内中小企業やシルバー人材センターなどを積極 

  的に活用してください。 

   なお、憩いの間において、障害者が作業をする業務については、その指導員を含 

  み、地域の障害者の働く場とするために、福祉法人等に再委託することを可としま 

  す。 

 

（５）地域との連携 

   地元町会・自治会や、その他関係団体など、地域と良好な関係を築くため、地域 

  の行事やイベントに参加するなど、積極的に交流を図ってください。 

 

（６）区と指定管理者の役割及び管理責任の分担 

   ア 役割分担（◎：主体的な役割 ○：補助・助言・指導する役割） 
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項  目 指定管理者 港区 

設置者としての責務 － ◎ 

伝統文化交流館の管理運営 ◎ 
○ 

条例・規則事項 

 施設の管理（設備、物品の管理） ◎ ○ 

施設の占用・行為許可 － ◎ 

苦情対応 ◎ ○ 

緊急時の対応（事件・事故等） ◎（※） ◎（※） 

施設の安全対策（安全点検・整備・改修等） ◎（※） ◎（※） 

広報・PR ◎ ○ 

事業運営 ◎ ○ 

（※）設置者としての責任は港区にあり、管理責任は指定管理者にあることを示します。 

 

   イ 管理責任の分担（○：主たる分担者）            

項   目 
管理責任分担 

港区 指定管理者 

１ 法令等の変更 

(1) 
指定管理業務に影響を及ぼす法令

等の変更 
○  

(2) 
上記以外の指定管理者自身に影響

を及ぼす法令等の変更 
 ○ 

２ 税制の変更 
(1) 

指定管理業務に影響を及ぼす税制

の変更 
○  

(2) 上記以外の一般的な税制の変更  ○ 

３ 物価変動 (1) 
指定期間中の物品費、人件費等物

価変動に伴う経費の増加 
 ○ 

４ 金利変動 (1) 
指定期間中の金利変動に伴う経費

の増加 
 ○ 

５ 書類 

(1) 区が作成した書類に起因する事項 ○  

(2) 
指定管理者が作成した書類に起因

する事項 
 ○ 

(3) 
両者記名捺印した協定書に起因す

る事項 
相互で協議 

６ 指定管理者の指定 

(1) 
区の事由により指定管理者の指定

が議会で議決されない場合 
○  

(2) 

指定管理者候補者の事由により指

定管理者の指定が議会で議決され

ない場合 

 ○ 

７ 
指定管理業務の変更

及び経費の変動 

(1) 
区の事由による指定管理業務の変

更に伴う経費の増加 
○  

(2) 
上記以外の事由による指定管理業

務の変更及び経費の増加 
 ○ 

８ 住民対応 (1) 地域との協調  ○ 
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(2) 
指定管理業務及び自主事業の内容

に対する住民からの苦情、要望等 
 ○ 

(3) 
上記以外の区政全般への苦情、要

望等 
○  

９ 環境問題 

(1) 
施設又は用地からの有害物質等の

発生 
○  

(2) 

指定管理業務及び自主事業に起因

する有害物質の排出・漏洩、騒音、

振動、光、臭気等に関するもの 

 ○ 

10 不可抗力 

(1) 

不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地

震、落盤、火災、争乱、暴動その

他の区又は指定管理者の責めに帰

すことのできない自然的又は人為

的な現象）による被害の発生、拡

大及び施設・設備の復旧 

○  

(2) 

不可抗力によるもので、指定管理

者の対応の遅れ、施設管理の不備

等による被害の発生、拡大及び施

設・設備の復旧 

 ○ 

11 施設の損傷 

(1) 
指定管理者の故意又は過失による

もの 
 ○ 

(2) 
施設の設計・構造上の瑕疵による

もの 
○  

(3) 

上記以外の経年劣化、第三者行為

（相手方が特定できないもの）等

によるもの（１件１３０万円を超

えるもの） 

○  

(4) 

上記以外の経年劣化、第三者行為

（相手方が特定できないもの）等

によるもの（１件１３０万円以下

のもの） 

 ○ 

12 備品（Ⅰ種）の損傷 

(1) 
指定管理者の故意又は過失による

もの 
 ○ 

(2) 

上記以外の経年劣化、第三者行為

（相手方が特定できないもの）等

によるもの 

○  

13 施設等の保守点検 

(1) 区の事由による保守点検の増加 ○  

(2) 
指定管理者の責め及び保守点検の

不備による保守点検の増加 
 ○ 

14 第三者への賠償 

(1) 
指定管理者の責めに帰すべき事由

により第三者に生じた損害 
 ○ 

(2) 
上記以外の事由により第三者に生

じた損害 
○  

15 セキュリティ 

(1) 
指定管理者の警備不備による情報

漏洩、犯罪発生等 
 ○ 

（2） 
上記以外の事由による情報漏洩、

犯罪発生等 
○  

16 使用料等の管理 (1) 
施設利用者から徴収又は収納した

使用料、区から予め交付した還付
 ○ 
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のための使用料、事業に伴う金銭

の盗難・紛失 

17 指定期間の終了 

(1) 

指定期間終了の場合（指定期間の

満了以前の取消し等による場合を

含む。）における区又は区が指定す

るものに対する業務の引継ぎに要

する費用 

 ○ 

(2) 

指定期間終了の場合（指定期間の

満了以前の取消し等による場合を

含む。）における原状復帰に要する

費用 

 ○ 

 
（備考） 

２-(1) 消費税率の変更を想定した規定です。 

２-(2) 収益関係税、外形標準課税など指定管理者自身に影響を及ぼす税制の変

更を想定した規定です。 

 

４ 運営経費等に関する事項  

（１）指定管理料の支払 

   指定管理料の額は、提案のあった経費を上限とし、区の予算の範囲内で支払うも 

  のとします。支払方法、支払時期については、基本協定書・年度協定書で定めます。 

   資金・収支計画書及び受託経費見積書は、区が定める次の６つの経費区分に従っ 

  て作成してください。 

   なお、区の会計事務と同様、原則、経費区分間の流用はできないものとし、やむ 

  を得ない理由で流用する際は、区と協議の上決定するものとします。 

 

ア 職員人件費 施設に勤務する職員等（職員配置表に記載した職員等）に

かかる人件費 

 

※ 職員配置表で配置することとした職員の人件費について積

算してください。 

※ 人件費の積算に当たっては、職員の定期昇給を加味するとと

もに、区が定める最低賃金水準額を遵守してください。（最低

賃金水準額については項番Ⅱ４（２）を参照） 

※ 事業計画に基づく施設職員の確実な配置及び当該職員の人

件費を保障する観点や、指定管理者の経営努力による経費節

減が見込まれないことから、予算額と実績額の差額（余剰金）

を清算します。清算方法の詳細については、基本協定書で定

めます 

イ 光熱水費 施設の維持管理に必要な電気料金、ガス料金、水道料金等 

 
※ 光熱水費（電気、ガス、水道代）については、予算額と実

績額の間に乖離が生じる可能性が高いことから、予算額と

実績額の差額（余剰金）を清算します。清算方法の詳細に

ついては、基本協定書で定めます。 
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ウ 修繕費 

 

施設や設備等の修繕、備品等の修理に必要な経費 

 

※ 指定管理者が作成した修繕計画に基づき区が優先順位を設

定し、1 件 130 万円（税込）以下の建物躯体や建物設備の保

全のための軽易な修繕及び整備費用（併設施設部分を含む。）

については、指定管理料に含めます。 

※ 1 件 130 万円（税込）を超える修繕又は修理は、指定管理料

とは別に区が実施します。 

※ 予算額と実績額の間に乖離が生じる可能性が高いことから、

予算額と実績額の差額（余剰金）を清算します。清算方法の

詳細については、基本協定書で定めます。 

エ 事業運営費 

 

施設で実施する各種事業に必要な経費 

 

※ 当該経費について清算はありません。ただし、事業の中止等

で実績が事業計画における見込みを下回ったことによる執

行残額は区に返還します。清算方法の詳細については、基本

協定書で定めます。 

オ 施設管理経費 施設の維持管理に必要な保守・検査業務、清掃業務、警備業

務、廃棄物処理等にかかる経費 

 

※ 当該経費について清算はありません。ただし、事業の中止等

で実績が事業計画における見込みを下回ったことによる執

行残額は区に返還します。清算方法の詳細については、基本

協定書で定めます。 

カ その他経費 本社（本部）等が労務管理などの業務を一括して行うため

に施設（事業所）が負担する経費、施設を本社（本部）等が

支援するために必要な経費、企業の利益など、上記のア～

オのいずれにも該当しない経費 

 

※ 「その他経費」は、一括計上は不可です。次の内訳に基

づいて記載してください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※各経費の計上に当たっては、算定の考え方や根拠等を明らかにする資料を必ず

添付してください。 

「その他経費」の内訳について 

事務管理経費 

本社(本部)等による施設支援に係る、人件費等、会議費、

出張費等 

運営費 

本社(本部)等による施設支援に係るシステム維持管理費、

賃借料、光熱水費、リース料等 

租税公課 

指定管理者が納付すべき消費税や事業所税 等 
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（２）従事する職員の最低賃金水準額 

   指定管理者は、本施設に配置される職員（再委託及び人材派遣会社により配置す 

  る職員を含む。）の最低賃金水準額を遵守してください。最低賃金水準額は、「港区 

  が発注する契約に係る業務に従事する労働者等の労働環境確保の促進に関する要 

  綱」で定める金額と同額（令和６年度 一般事務・時給額：１,１８０円）です。 

   最低賃金水準額は、毎年度見直します。また、最低賃金法（昭和 34 年法律第 137 

  号）に基づく地域別最低賃金額が最低賃金水準額を上回ったときは、地域別最低賃 

  金額を最低賃金水準額とします。 

 
（３）備品購入の取扱い 

   ア １点予定価格５万円（税込）を超える備品については、区が必要と認めた場 

    合に限り、区が購入し、無償で貸与します。備品の管理は指定管理者の責務と 

    します。なお、現在ある備品については、備品リスト（別紙９）を参照してく 

    ださい。 

   イ 指定管理者の備品等を施設内に持ち込む場合は、事前に区と協議するととも 

    にシール等で区の備品等と明確に区別してください。 

 

（４）収入 

   項番Ⅰ３（７）に係る使用料は区の歳入とし、管理運営業務に係る経費は原則と 

  して区からの指定管理料で措置します。 

   事業実施に要する経費のうち、参加者個人に直接かかる経費（材料費など）は区 

  の考え方に基づいて徴収できます。その他については、区と指定管理者が協議の上 

  決定します。 

 

（５）キャッシュレス決済の推進 

   区は、PayPay 株式会社が提供する二次元コード決済である「PayPay」を全ての区 

  有施設等の窓口で利用可能な決済サービスとするとともに、一定以上の収納件数が 

  見込まれる場合はマルチ決済端末（クレジットカード、電子マネー、二次元コード） 

  を配備しています。 

   指定管理者は、項番Ⅱ４（４）の収入を利用者から直接収納する場合、区と協議 

  の上、キャッシュレス決済の導入に向けた必要な対応をお願いします。キャッシュ 

  レス決済に係る費用負担の考え方は下表のとおりです。 

収納内容 月額利用料、決済手数料等の負担者 

使用料又は利用料金を収納する場合 
区 

（指定管理料で措置） 基本事業や提案事業において 

参加者に直接かかる経費を収納する場合 

自主事業において（※） 

参加者に直接かかる経費を収納する場合 
指定管理者 

  （※）自主事業において、参加者個人に直接かかる経費を対面で徴収する場合は、 

    指定管理者において、キャッシュレス決済端末または二次元コードを用意し、 
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    キャッシュレス決済が可能となる環境を整備してください。 

 
（６）損害賠償保険 

   施設運営にあたり、指定管理者が業務を行うに当たって施設に損害が生じた場合 

  に対応する「施設賠償責任保険」と施設利用者等に損害が生じた場合の損害賠償額 

  を担保するための「第三者賠償保険」に必ず加入します。 

   指定管理者が加入すべき保険の補償額の最低水準は、「特別区自治体総合賠償責 

  任保険制度」で定める金額とします。 

 

（７）消費税 

   消費税法第２条第１項第８号において、課税対象となる「資産の譲渡等」につい 

  て、「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供をい 

  う」と規定されていることから、指定管理料は、原則として、その全額が消費税の 

  課税対象となります。なお、社会福祉施設等、公の施設の種類と 内容によって非 

  課税として取り扱われる場合もあります。 

 
（８）消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度）への対応 

   令和５年１０月から導入された消費税の適格請求書等保存方式（インボイス制度） 

  において、利用料金等の収受に際し、登録番号、適用税率、消費税額等を記載した 

  適格請求書（インボイス）の利用者への交付が想定されます。指定管理者において 

  は、インボイスの事業者登録をはじめ、必要な対応をお願いします。 

 
（９）銀行口座の開設 

   本業務の実施に係る支出及び収入を適切に管理するため、本業務に固有の銀行口 

  座を開設し、適切な運用を図るものとします。 

 

（10）その他 

   その他、本要項に定めのない事項については、区と指定管理者が協議の上決定し、 

  協定書により定めます。 
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Ⅲ 選定手続 

１ 公募の手続・手順 

（１）申請者の資格 

   地方自治法第 244 条の 2 第 3 項に規定する法人その他の団体で、次のアからオの 

  全てに該当する者 

   ア 伝統文化及び地域の交流促進に関する知識や経験を有するとともに、港区の 

    文化芸術振興や地域の特性をよく理解し、積極的に協力する法人その他の団体 

    で、利用者に迅速できめ細かな、効率的かつ質の高いサービスを提供できる体 

    制が確保されていること。 

   イ 公募の趣旨をよく理解し、伝統文化交流館の運営に熱意を持ち、施設の効用 

    を最大限に発揮するとともに効率的な管理運営が図れる者 

   ウ 指定期間中、事業の管理運営を安定して行う物的能力、人的能力を有してい 

    る者 

   エ 港区議会議員、区長、副区長、教育長並びに地方自治法第 180 条の 5 に規定 

    する委員会の委員及び委員が、無限責任社員、取締役、執行役若しくは監査役 

    若しくはこれらに準ずべき者、支配人又は清算人となっていない法人や、その 

    他の団体。区が資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出 

    資している法人その他の団体であって、区議会議員以外の者が役員等となって 

    いるものは可とする。 

   オ 団体又はその代表者が以下のいずれにも該当しないこと。 

   （ア）地方自治法施行令第 167 条の 4 第 2 項及び第 167 条の 5 第 1 項（同項を準 

     用する場合を含む。）の規定により港区における一般競争入札等の参加を制 

     限されている者 

   （イ）経営不振の状態（会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）第 17 条第 1 項に 

     基づき更正手続開始の申立てをしたとき、民事再生法（平成 11 年法律第 225 

     号）第 21 条第 1 項に基づき再生手続開始の申立てをしたとき、手形又は小 

     切手が不渡りになったとき等。）にある者。 

   （ウ）国税又は地方税を滞納している者 

   （エ）指定管理者の指定の取消し（法人格の変更等に伴う指定の取消しを除く。） 

     を受けてから２年間が経過していない者 

   （オ）暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第２条に掲げる暴力団、 

     又は暴力団若しくはその構成員でなくなった日から５年を経過していない 

     者の統制下にある団体 

 

（２）複数の団体による共同申請 

   ア 複数の団体で共同事業体を結成の上、申請することも可能です。その場合は、 

    申請時までに共同事業体を結成し、適切な名称を設定の上、代表団体（他の団 

    体は構成団体とします。）を定めてください。共同事業体のすべての団体が上記 
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    （１）申請者の資格に該当することが必要です。 

   イ 共同事業体で、法人等を設立する場合は、指定管理者の指定の議決までに、 

    法人登記事項証明書又はそれに代わる書類等を提出してください。 

   ウ 当該共同事業体の代表団体及び構成団体は、本公募において別の共同事業体 

    又は単独により申請することはできません。 

   エ 代表団体及び構成団体の変更は原則として認めません。ただし、区が業務遂 

    行上の支障がないと判断した場合に限り、変更できるものとします。 

 

（３）公募の日程 

   公募要項発表        令和６年２月１９日（月） 

   公募説明会・現地見学会   令和６年２月２７日（火） 

   質疑受付          令和６年２月１９日（月）から 

                 令和６年３月 １日（金）まで 

   質疑回答          令和６年３月１５日（金） 

   申請受付          令和６年２月１９日（月）から 

                 令和６年５月２４日（金）まで 

   第一次審査（書類審査）   令和６年６月中旬予定 

   第二次審査（ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝ）  令和６年７月上旬予定 

   指定管理者候補者選定    令和６年８月上旬予定 

   指定管理者の指定      令和６年１０月下旬予定 

 

（４）公募説明会及び現地見学会 

   ア 公募説明会 

    ・日時    令和６年２月２７日（火） 午前 10 時～10 時 45 分 

    ・場所    芝浦区民協働スペース 

           （港区芝浦一丁目 16 番１号 みなとパーク芝浦１階） 

   イ 現地見学会 

     ・日時    令和６年２月２７日（火） 午前 11 時～正午 

     ・場所    伝統文化交流館 

   ウ 参加申込 

     所定の申込書を令和６年２月２６日（月）正午までに、メールで送付してく 

    ださい。（会場の都合上、１団体２名まででお願いします）送信確認のため、送 

    信後に担当あて電話にて連絡をお願いします。 

  エ 注意事項 

    ・見学会については原則利用者が使用している部分の写真撮影はできません。 

    ・駐車場はありませんので、来館・移動の交通手段は、公共交通機関をご利用 

     ください。 
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（５）申請手続 

応募を希望する事業者は、下記の書類を提出してください。 

提 出 書 類 様式 
提出部数 

正本 副本① 副本② 

① 指定管理者指定申請書 様式１ １部 １部 - 

 ※共同事業体の場合は次の様式も提出してください。 

 

[Ａ]共同事業体構成書 様式Ａ １部 １部 ９部 

[Ｂ]共同事業体協定書兼委任状 様式Ｂ １部 - - 

[Ｃ]宣誓書 様式Ｃ １部 - - 

[Ｄ]安定運営の取組 様式Ｄ １部 １部 ９部 

② 宣誓書 様式２ １部 - - 

③ 法人（団体）等の概要 様式３ １部 １部 ９部 

④ 
定款、寄附行為又はこれに類するもの 
※最新のもの 

- １部 １部 - 

⑤ 
法人の登記事項証明書（全部事項証明書） 
※申請日前３か月以内に発行されたもの 

- １部 １部 - 

⑥ 
印鑑証明書 
※申請日前３か月以内に発行されたもの 

- １部 １部 - 

⑦ 
預金残高証明書 
※最新の決算期末日現在のもの 

- １部 １部 - 

⑧ 

決算書類等 
※直近の決算期３期分に係るもの 

 

書類例 

［株式会社］ 

貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、個

別注記表、事業報告、付属明細書、連結財務諸表（該

当する団体のみ） 

［社会福祉法人］ 

資金収支計画書、事業活動計算書、貸借対照表、計算

書類の注記、事業報告、付属明細書、財産目録 

［ＮＰＯ法人］ 

活動計算書、貸借対照表、計算書類の注記、財産目録、

事業報告書 

- １部 １部 - 
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⑨ 

監査報告書 
※直近の決算期３期分に係るもの 

※会計監査人（公認会計士又は監査法人）の監査を受け

ている場合には、会計監査人の監査報告書も提出 

- １部 １部 - 

⑩ 

事業計画書及び収支予算書 
※公益法人等、法令で作成が義務付けられている団体の

み提出 

※申請日に属する事業年度のもの 

- １部 １部 - 

⑪ 
法人税、消費税、法人事業税、地方消費税の納

税証明書 
※直近の決算期２期分に係るもの 

- １部 １部 - 

⑫ 担保提供資産について 様式４ １部 １部 - 

⑬ 債務の保証について 様式５ １部 １部 - 

⑭ 類似施設の管理運営実績について 様式６ １部 - ９部 

⑮ 情報セキュリティ確認チェックシート 様式７ １部 - ９部 

⑯ 労働環境チェックシート 様式８ １部 - ９部 

 

（６）計画書類の提出 

申請者は、下記の計画書類を提出してください。 

№ 提出書類 様式 
提出部数 

正本 副本① 副本② 

資金計画等に関する書類 

① 計画書類等提出書 様式９ １部 １部 ９部 

② 
資金・収支計画書 

（令和７年度から令和 11 年度まで） 
様式 10 １部 １部 ９部 

③ 
受託経費見積書 

（令和７年度） 
様式 11 １部 １部 ９部 

④ 
給与・報酬・賃金等に関する規程 
※最新のもので、人件費の積算内訳の根拠となるもの 

- １部 １部 ９部 

基本方針等に関する書類 
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⑤ 
伝統文化交流館の設置目的を達成するための

基本的運営方針 
様式 12 １部 １部 ９部 

⑥ 

人口が増加する芝浦港南地域において、伝統

文化を次世代へとつないでいく施設として、

施設の文化的な価値を生かしながら、多様な

人々の交流を促進し、地域コミュニティの形

成を推進するための方策 

様式 13 １部 １部 ９部 

事業運営計画に関する書類 

⑦ 

「交流の間」を活用した事業計画 

ア 実施事業 

イ 伝統文化団体との協働による活動 

ウ 地域開放（正午から午後２時までの一般

利用） 

についての具体的提案 

様式 14 １部 １部 ９部 

⑧ 

「憩いの間」を活用した喫茶事業計画 

ア メニューに関する基本的な考え方 

イ 来館者ニーズに合わせた効率的な運営 

ウ 地域の障害者の働く場とするための取組

（区内福祉法人の活用等） 

様式 15 １部 １部 ９部 

⑨ 

ア 「展示室」、「情報コーナー」、「特産品販売

コーナー」の運営の考え方と取組 

イ 複数の居室や屋外を活用した事業や、施

設内の各スペースを連携して実施する事

業提案 

様式 16 １部 １部 ９部 

⑩ 

地域団体との協働、区内の子育て施設、小・中

学校、いきいきプラザ、区民センター等との連

携・交流を促進する具体的取組 

様式 17 １部 １部 ９部 

⑪ 区内外に向けた広報計画 様式 18 １部 １部 ９部 

⑫ 

ア 若年層等に施設をより活用していただく

方策を含めた施設の利用促進に関する考

え方や取組 

イ 外国人観光客を誘致するための具体的取

組 

様式 19 １部 １部 ９部 

⑬ 自主事業の具体的提案（Ⅱ１（3）参照） 様式 20 １部 １部 ９部 

⑭ 
デジタル技術を活用した効果的な利用者サー

ビス向上の具体的提案 
様式 21 １部 １部 ９部 

管理運営計画に関する書類 

⑮ 
施設運営に関する基本的な考え方、管理運営

体制（職員体制・勤務体系） 
様式 22 １部 １部 ９部 
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⑯ 
職員配置表 
※別紙 10「指定管理施設雇用区分確認表」に基づき作

成 
様式 23 １部 １部 ９部 

⑰ 
職員ローテーション表 
（雇用区分別 ①月～金 ②土 ③日・祝日） 

様式 24 １部 １部 ９部 

⑱ 施設長予定者の勤務した実績 様式 25 １部 １部 ９部 

⑲ 
職員の確保・育成に対する考え方（質の確保の

考え方、研修計画、「働き方改革」への取組等） 
様式 26 １部 １部 ９部 

⑳ 
ア 苦情解決及びサービス評価の取組 

イ 顧客満足度（CS）への具体的取組 
様式 27 １部 １部 ９部 

㉑ 
港区指定有形文化財である建物の管理に当た

っての考え方や取組 
様式 28 １部 １部 ９部 

㉒ 

指定管理者変更時の業務引継について、引継

ぎを行う場合、引継ぎを受ける場合両方の準

備や方法 

様式 29 １部 １部 ９部 

安全管理・危機管理等に関する書類 

㉓ 

ア 利用者の安全対策、防犯対策に対する考

え方と具体的取組 

イ 危機管理体制の考え方、自然災害（地震、

台風等）や火災発生時の避難誘導等の対

応と体制、夜間・休日等の緊急対応につい

ての具体的取組 

様式 30 １部 １部 ９部 

㉔ 法令順守（コンプライアンス）の考え方や取組 様式 31 １部 １部 ９部 

㉕ 
ア 情報セキュリティの取組 

イ 個人情報保護に関する考え方や取組 
様式 32 １部 １部 ９部 

㉖ 
環境に配慮した施設運営の考え方や節電、省

エネルギー等の取組 
様式 33 １部 １部 ９部 

その他 

㉕ 
再委託を予定している業務 
※区内中小企業やシルバー人材センターなどを積極的

に活用してください。 
様式 34 １部 - ９部 

㉗ 
区内中小企業の活用、シルバー人材センター

活用等の高齢者の雇用促進に向けた取組 
様式 35 １部 - ９部 

㉘ 
今後の障害者法定雇用率の達成見込みと障害

者の雇用促進に向けた取組 
様式 36 １部 - ９部 
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（７）提出書類に関する留意事項 

   ア 申請書類、計画書類提出後の内容変更は、提出締切日まで受け付けます。 

   イ 上記のほか、区が必要とする書類の提出を求めることや、ヒアリングを実施 

    する場合があります。 

   ウ 申請書類等の著作権は、作成した団体に帰属します。ただし、提出された応 

    募書類は返却できません。区の責任において一定期間保管後、廃棄します。 

   エ 書類は、Ａ４判で作成して下さい。 

   オ 副本②については、法人名など応募事業者が特定できる部分をマスキング 

    （黒塗り）のうえ、提出してください。 

   カ 上記のほか、電子媒体（ＣＤ－Ｒ）に正本及び副本を入力したものを１部提 

    出してください。 

   キ 区は、指定管理者の選考結果及び提案内容等を公表する場合、その他区が必 

    要と認めるときは、無償で提出書類の全部又は一部を使用できるものとします。 

    ただし、公開することにより応募者に明らかに不利益を与えると認められる書 

    類については公表しません。 

   ク 提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格とします。 

 

（８）応募に関する留意事項 

   ア 選考委員会委員等との接触禁止 

     公募要項の公表日以降、公募説明会・現地見学会等の区が提供する機会を除 

    き、本件提案に関して、選考委員、区職員等への接触は禁止します。接触の事 

    実が認められた場合は、失格となる場合があります。 

   イ 応募の辞退 

     応募書類を提出した後、辞退する場合は、辞退届（様式自由）を提出してく 

    ださい。 

   ウ 費用の負担 

     提案や指定後の協議に対しての参加報酬・交通費及び受託のための準備等に 

    係る経費は、応募者の負担とします。 

   エ 共同事業体の構成団体の変更 

     共同事業体による応募の場合、代表団体及び構成団体の変更は原則として認 

    めません。 

 

（９）質疑の受付及び回答 

   ア 質問書の受付 

     所定の質問書に必要事項を記入し、下記の提出先に、メールで送信してくだ 

    さい。送信未達を防ぐため、事後に電話にて連絡をお願いします。これ以外で 

    の方法（持参、郵送、電話、口頭等）又は、期間を過ぎたものは受け付けませ 

    ん。 

   （ア）質疑受付期間 令和６年２月１９日（月）～令和６年３月１日（金）（必着） 

             午前９時から午後５時まで 

   （イ）提 出 先   港区 芝浦港南地区総合支所 管理課 管理係 
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             担当 島崎 

             ＴＥＬ ０３-６４００-００１１ 

             メールアドレス minato52@city.minato.tokyo.jp 

 

   イ 質問回答 

     令和６年３月１５日（金）を目途に、全ての質疑に対する回答書をメールで 

    送信します。港区ホームページでも公表します。なお、回答の際は、質問をし 

    た団体名は公表しません。 

     この回答書は、本要項と一体のものとして、要項と同様の効力を有します。 

     なお、意見の表明と解されるものや質疑の内容（質問内容が不明瞭なもの） 

    によっては、回答しないことがあります。 

 

（10）申請書類の受付 

   申請を希望する法人又は団体は、次により申請してください。 

   区にこれらの書類を提出した事業者を申請者とします。 

   ア 提出期間 令和６年２月１９日（月）から５月２４日（金）まで 

          平日の午前９時から午後５時まで 

※ 申請書類の確認を行いますので、提出に際しては、事前に下記

に連絡の上、指定された日時に来所願います。 

※ 申請書類は郵送でも受付可能ですが、提出期限日までの必着と

します。（郵便事故等であっても、期限日までに届いていない場

合は、受付できません。到達確認の可能な方法で送付するか、

以下提出先まで電話にて到達確認を行うなど、期限日までに確

実に届く方法で送付してください。） 

※ 申請書類提出後の計画内容の変更は、提出期限まで受け付けま

す。 

 

   イ 提 出 先 港区芝浦一丁目１６番１号 みなとパーク芝浦１階 

          港区 芝浦港南地区総合支所 管理課 管理係 

          電話：０３－６４００－００１１ 

 

２ 指定管理者候補者の選考・選定  

（１）指定管理者候補者の選考 

   ア 指定管理者候補者は、「港区立伝統文化交流館指定管理者候補者選考委員会 

    （以下選考委員会という）」において選考します。 

   イ 審査方法は、応募者から提出された書類による第一次審査と、第一次審査通 

    過者に対するプレゼンテーション等を含めた第二次審査を予定しています。 

   ウ 審査の過程において、選考委員による事業所の視察を行うこともあります。 

   エ 審査の結果、ふさわしい候補者がいない場合、選考しない場合があります。 

   オ 指定管理者候補者として選考された事業者は、辞退することはできません。 
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（２）指定管理者候補者の選定 

   ア 選考委員会が選考した指定管理者候補者について、全庁的な視点から港区指 

    定管理者選定委員会で審議した上で、区として指定管理者候補者を選定します。 

   イ 指定管理者として指定されるまでの間に候補者に事故のあるときは、選定さ 

    れなかった応募者のうちから新たに候補者を選定することがあります。 

   ウ 指定管理者の指定は、港区議会での議決を経て行います。 

 

（３）基本的な選考基準 

   ア 安定的な経営基盤を有していること 

    （公認会計士による財務状況分析を実施します。） 

   イ 管理運営実績について 

   （ア）類似施設の管理運営実績 

   ウ 資金計画について 

   （ア）資金・収支計画書及び受託経費見積書 

   エ 事業運営計画について 

   （ア) 設置目的に沿った施設運営の基本方針 

   （イ) 地域及び施設の特性を生かした事業提供の基本的な考え方 

   （ウ) 「交流の間」を活用した事業計画 

   （エ) 「憩いの間」を活用した事業計画 

   （オ) 「展示室・情報コーナー・特産品販売コーナー」運営の考え方と具体的な 

     計画 

   （カ) 地域団体との協働や区内の子育て支援施設、学校、いきいきプラザ等の区 

     有施設等との連携・交流を促進する具体的な取組 

   （キ) 区内外に向けた広報計画 

   （ク) 若年層や外国人観光客の施設の利用促進に関する考え方や取組 

   （ケ) 自主事業の具体的な提案 

   （コ) デジタル技術を活用した効果的な利用者サービス向上の具体的な提案 

   オ 管理運営計画について 

   （ア) 職員体制・勤務体系の考え方、職員配置・ローテーション表 

   （イ) 施設長予定者の経歴 

   （ウ) 職員の確保・育成に対する考え方 

   （エ) 苦情解決及びサービス評価の取組、顧客満足度への具体的な取組 

   （オ) 港区指定有形文化財である建物の管理に当たっての考え方や取組 

   （キ) 指定管理者変更時の引継ぎへの準備や方法 

   カ 安全対策・危機管理について 

   （ア) 利用者の安全対策、防犯対策に対する考え方と具体的な取組 

   （イ) 危機管理体制の考え方と具体的な取組（災害時や夜間・休日等の対応含 

      む。） 

   （ウ) 法令順守、情報セキュリティ、個人情報保護、環境に配慮した施設運営に 

      関する考え方と具体的な取組 

53



 23

   キ その他 

   （ア) 再委託を予定している業務（区内中小企業やシルバー人材の活用） 

   （イ) 障害者雇用や指定期間内の障害者法定雇用率の達成見込みと達成に向け 

      た取組 

 

（４）審査結果の通知 

   審査結果は、第一次審査、第二次審査ともに応募者全員に文書で通知します。 

 

（５）第二次審査用資料の提出 

   第一次審査通過者は、第二次審査におけるプレゼンテーション用資料の提出を求 

  める場合があります。詳細は、第一次審査通過者に連絡します。 
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Ⅳ 決定後の手続 

１ 基本協定書・年度協定書  

（１）協定の締結 

   区議会の議決を経た後、指定管理者として指定し、区は指定管理者と協定を締結 

  します。締結する協定書は、指定期間を通した包括的な施設の管理・運営に関する 

  基本的事項を規定する基本協定書と、年度ごとの管理・運営業務や指定管理料に関 

  する事項を規定する年度協定書の２種類です。 

 

（２）基本協定書の主な事項 

   ア 指定期間 

   イ 業務の範囲 

   ウ 施設の運営 

   エ 施設の維持管理 

   オ 区が支払うべき経費 

   カ 保険の加入 

   キ 自主事業（※自主事業がある場合） 

   ク 区と指定管理者の役割分担 

   ケ 業務の再委託 

   コ 事業計画書、事業報告書等の提出 

   サ 業務の引継ぎ 

   シ 利用者アンケート実施 

   ス モニタリング 

   セ 第三者評価 

   ソ 緊急時の対応 

   タ 環境への配慮 

   チ 管理運営業務を行うに当たって保有する個人情報の保護及び関係書類の整 

    理・保管 

   ツ 情報セキュリティ 

   テ 指定の取消し及び管理業務の停止 

   ト 損害賠償 

   ナ 権利義務の譲渡の禁止 

   ニ 目的外使用の禁止 

   ヌ 施設・設備等の原状回復 

   ネ 区と指定管理者の管理責任の分担 

   ノ その他区長が必要と認める事項 

 

（３）年度協定書の主な事項 

   ア 目的 
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   イ 協定の期間 

   ウ 指定管理料の額 

   エ 指定管理料の支払 

   オ 指定管理料の清算 

   カ 協議 

 

２ 事業計画書及び収支予算書の作成 

（１）事業計画書及び収支予算書の作成 

   年間の事業計画書及び収入・支出の概算予定書の提出等 

 

（２）事業報告書及び収支決算書の作成 

   区が指示する事業報告書の提出（毎月の施設利用実績、施設の維持管理業務の実 

  績等）、収支決算書の提出等 

 
３ 業務の引継ぎ等 
   指定管理者は、指定期間開始前の期間内に準備業務を行うものとします。特に利 

  用者にとって円滑に新たな指定管理者への移行を実現するため、区や関係機関と指 

  定管理者による移行準備を実施してください。指定管理者が変更となる場合には、 

  新たな指定管理者は、事業者が交替することにより、利用者に不安や影響を与えな 

  いよう、入念な引継ぎに努めてください。 

   引継ぎ等に係る経費は、区が経費を負担する項目（利用者・入所者の個人情報に 

  関する引継ぎなど、指定期間開始前の一定の期間、当該施設で直接引継ぎを行う必 

  要があるもの）を除き、新たな指定管理者が負担します。 

   なお、区が経費を負担する項目に係る引継ぎについては、令和７年１月から実施 

  し、本業務については別途委託契約を締結します。 

   指定期間終了時又は指定の取消しによって管理運営業務が終了する際は、次期指 

  定管理者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよう引継業務を実施してください。 

 

  ※労働環境確保策の一環としての雇用継続について 

   新たに指定管理者となる事業者は、当該指定管理の協定締結前から当該業務に従 

  事していた職員のうち希望する労働者について、新たに指定管理の協定を締結する 

  事業者による継続雇用をお願いします。 

 

４ 情報の公表 
（１）応募書類等 

   公募時に提出された書類は、理由のいかんを問わず返却しません。申請書類、計 

  画書類等の著作権は、申請者に帰属します。 

   ただし、区は公表等する場合には、申請書類、計画書類等の内容を無償で使用で 

  きるものとします。 

   なお、申請書類、計画書類等は、港区情報公開条例の規定に基づき、公開請求の 

  対象になります。 
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（２）選考・選定過程の情報 

   指定管理者候補者の選考・選定過程に関する情報（応募書類、選考委員会報告書、 

  公募時質問項目、選定委員会選定調書、選考委員会会議録・選定委員会会議録等） 

  は、原則公表します。なお、事業者名については、決定事業者のみ公表の対象とし 

  ます。 

 

（３）指定管理業務に関する情報 

   基本協定書、年度協定書、事業計画書等の事業運営に係る書類、第三者評価及び 

  労働環境モニタリングの結果等、指定管理業務に関する情報は原則公表します。 

 

５ モニタリング等の実施  

（１）モニタリングの実施 

   指定管理者は、毎月の業務実績等の報告書を定められた期日までに提出し、区へ 

  報告します。区は報告に基づき施設の運営状況等を確認します。また、指定管理者 

  に対する月次モニタリングとして、チェックシート等を活用し、施設の運営状況等 

  の把握に努めます。 

   また、指定管理者は、施設利用上の問題等の解決策を検討し、業務を円滑に実施 

  するため、必要に応じて、情報交換や業務の調整を図る場を設けます。 

   このほか、指定管理者は、利用者懇談会などを開催し（おおむね６か月に１回程 

  度）、意見箱の設置等による利用者等の意見・要望の聴取等、利用者ニーズの把握を 

  行います。 

   区が行うモニタリングは、月次モニタリング及び年度終了時モニタリング等があ 

  り、モニタリング等の結果は、指定管理施設検証シートとして取りまとめ、ホーム 

  ページで公表します。 

 

（２）第三者評価の実施 

   区は、指定管理者に対し、指定期間の中間年に１回、第三者評価機関又はこれに 

  類するものによる評価の受審を義務付け、その結果を業務運営の改善指導に活用し 

  ます。第三者評価機関との契約は区が行います。なお、福祉施設については、東京 

  都の制度があり、対象施設については、定められた受審頻度を遵守してください。 

 

（３）労働環境モニタリングの実施及び賃金給付状況シートの提出 

   区は、公の施設として利用者の安全・安心の確保をはじめ、区民・利用者サービ 

  ス維持・向上の観点から、指定期間の２年目に社会保険労務士による労働環境モニ 

  タリングを実施します。社会保険労務士との契約は区が行います。 

   また、施設で勤務する職員（業務の一部を第三者へ再委託をする場合に施設で勤 

  務する職員も含む。）に支給される賃金について、最低賃金水準額を満たしているか 

  確認をするため、職種ごとに最も低額の賃金の支給を受けている職員に関する賃金 
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  状況給付シートの提出が必要となります。 

 

（４）監査の実施 

   ア 地方自治法第１９９条第７項の規定により、区長又は監査委員が必要と認め 

    るときは、指定管理者が行う管理業務に係る出納関連の事務について、監査を 

    行うことがあります。 

   イ 港区では、公正性、透明性をより一層確保するため、平成１３年度から外部 

    監査人（公認会計士や弁護士等）による包括外部監査を実施しています。公の 

    施設の管理に関する業務に関し、包括外部監査の対象となる場合があります。 

 

６ 指定の取消し等  

（１）指定の取消しと業務の停止 

   指定管理者が次のいずれかに該当する場合は、指定の取消し又は業務の停止を命 

  じることがあります。その場合において、指定管理者に損害が生じても、区はその 

  賠償の責めを負いません。 

   ア 指定管理者がⅢ１（１）に該当しなくなったとき。 

   イ 区が行う施設への実地調査に応じず、又は虚偽の報告をし、若しくは調査を 

    妨げたとき。 

   ウ 実地調査の結果に基づく区の指示に、正当な理由なく従わないとき。 

   エ 経営状況が悪化し、管理運営を継続することが著しく困難となったとき。 

   オ 協定に違反したとき。 

   カ 応募書類の内容に虚偽があることが判明したとき。 

   キ 違法行為や非行行為に関与するなど、当該指定管理者に管理業務を行わせて 

    おくことが、社会通念上不適当と判断されるとき。 

   ク その他指定管理者の責めに帰すべき事由により、事業の継続が困難になった 

    とき。 

   ケ 指定管理者から協定解除の申出があり、その理由を合理的なものと認めたと 

    き。 

   コ 不可抗力の事由により、業務の継続が困難になったとき。 

 

（２）事業の継続が困難となった場合の措置 

   ア 事業の継続が困難となり、指定が取り消される場合でも、次の指定管理者が 

    円滑かつ支障なく施設の管理運営業務を遂行できるよう、適切な引継ぎを行わ 

    なければなりません。 

   イ 不可抗力等、指定管理者の責めに帰すことのできない事由により事業の継続 

    が困難となった場合は、管理継続の可否について協議することとします。 
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問合せ先 
 

 

 

 

 

〒１０５－８５１６ 港区芝浦１丁目１６番１号 

芝浦港南地区総合支所 管理課 管理係 担当：島崎 

電話：０３－６４００－００１１ 

メールアドレス：minato52@city.minato.tokyo,jp 
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